
市 議 案 第 １ ７ 号  
豊 中 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

設 定 に つ い て  
 豊 中 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

独 立 行 政 法 人 等 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 の

廃 止 等 に 伴 い ， 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ

る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

豊中市個人情報保護条例（平成１７年豊中市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（適用除外） （適用除外） 

第５条 次に掲げる個人情報については，この条例の規定は，適用しない。 第５条 次に掲げる個人情報については，この条例の規定は，適用しない。 

(１) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第６項に規定する基幹統計

調査及び同条第７項に規定する一般統計調査に係る調査票情報（同条第１

１項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。）に含まれる個人

情報その他の同法第５２条第１項に規定する個人情報 

(１) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第６項に規定する基幹統計

調査及び同条第７項に規定する一般統計調査に係る調査票情報（同条第１

１項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。）に含まれる個人

情報その他の同法第５２条（第２号を除く。）に規定する個人情報 

(２)・(３) （省 略） (２)・(３) （省 略） 

（自己情報の開示義務） （自己情報の開示義務） 

第２０条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る自己情報に

次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き，開示請求者に対し，当該開示請求に係る自己情報を開示

しなければならない。 

第２０条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る自己情報に

次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き，開示請求者に対し，当該開示請求に係る自己情報を開示

しなければならない。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関

する情報を除く。）であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他

の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することにより，開示請求者以外の特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の

個人を識別することはできないが，開示することにより，なお開示請求者

(２) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関

する情報を除く。）であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他

の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することにより，開示請求者以外の特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の

個人を識別することはできないが，開示することにより，なお開示請求者
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲げる情

報を除く。 

以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲げる情

報を除く。 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第

２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法

律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を

除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項に規定する独立

行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行

政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員を

いう。）である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情報で

あるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び氏名並びに当該職

務遂行の内容に係る部分 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第

２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法

律第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を

除く。），独立行政法人等（個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）第２条第９項に規定する独立行政法人等をいう。以下同

じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人

法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政

法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合におい

て，当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のう

ち，当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分 

(３)～(８) （省 略） (３)～(８) （省 略） 

（外部提供先への通知） （外部提供先への通知） 

第４１条 実施機関は，前条第１項の規定により自己情報の訂正を行った場合

において，必要があると認めるときは，当該自己情報の外部提供を受けたも

の（情報提供等記録にあっては，総務大臣及び番号法第１９条第７号に規定

する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第１項及び

第２項に規定する記録に記録された者であって，当該実施機関以外のものに

限る。））に対し，遅滞なく，その旨を通知するものとする。 

第４１条 実施機関は，前条第１項の規定により自己情報の訂正を行った場合

において，必要があると認めるときは，当該自己情報の外部提供を受けたも

の（情報提供等記録にあっては，内閣総理大臣及び番号法第１９条第８号に

規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第１項

及び第２項に規定する記録に記録された者であって，当該実施機関以外のも

のに限る。））に対し，遅滞なく，その旨を通知するものとする。 

（削除等請求権） （削除等請求権） 

3



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第４２条 何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する自己情報（情報

提供等記録に係る自己情報を除く。以下この条から第５０条までにおいて同

じ。）が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは，当該各号に定め

る措置を請求することができる。ただし，当該自己情報の削除，利用若しく

は目的外利用の中止又は外部提供の中止（以下「削除等」という。）に関し

て法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは，この

限りでない。 

第４２条 何人も，実施機関に対し，当該実施機関の保有する自己情報（情報

提供等記録に係る自己情報を除く。以下この条から第５０条までにおいて同

じ。）が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは，当該各号に定め

る措置を請求することができる。ただし，当該自己情報の削除，利用若しく

は目的外利用の中止又は外部提供の中止（以下「削除等」という。）に関し

て法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは，この

限りでない。 

(１) 第６条の規定に違反して収集され，保有され，若しくは利用されてい

るとき，第７条の規定に違反して収集されているとき，第１２条若しくは

第１４条の２の規定に違反して目的外利用され，若しくはされようとして

いるとき，番号法第２０条の規定に違反して収集され，若しくは保管され

ているとき又は番号法第２８条の規定に違反して作成された特定個人情

報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをい

う。）に記録されているとき 当該自己情報の削除又は利用若しくは目的

外利用の中止 

(１) 第６条の規定に違反して収集され，保有され，若しくは利用されてい

るとき，第７条の規定に違反して収集されているとき，第１２条若しくは

第１４条の２の規定に違反して目的外利用され，若しくはされようとして

いるとき，番号法第２０条の規定に違反して収集され，若しくは保管され

ているとき又は番号法第２９条の規定に違反して作成された特定個人情

報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをい

う。）に記録されているとき 当該自己情報の削除又は利用若しくは目的

外利用の中止 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

（事業者に対する措置） （事業者に対する措置） 

第５７条 （省 略） 第５７条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

５ 前各項の規定は，事業者における個人情報の取扱いについて番号法第５０

条から第５２条までの規定が適用される場合は，適用しない。 

５ 前各項の規定は，事業者における個人情報の取扱いについて番号法第３３

条から第３５条までの規定が適用される場合は，適用しない。 

附 則 
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 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 １ ８ 号  
職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い

て  
 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も

の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

市 長 部 局 及 び 教 育 委 員 会 の 職 員 の 定 数 を 改 正 す る た め ， 提 案

す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

職員定数条例の一部を改正する条例 

職員定数条例（昭和２７年豊中市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２条 職員の定数は，次の各号に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 市長の補助機関たる職員（上下水道局の職員を除く。） １，７９１

人 

(１) 市長の補助機関たる職員（上下水道局の職員を除く。） １，７９３

人 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

(３) 教育委員会の職員（教育機関の職員を含む。） ２６４人 (３) 教育委員会の職員（教育機関の職員を含む。） ２６８人 

(４)～(６) （省 略） (４)～(６) （省 略） 

   附 則 

 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 １ ９ 号  
職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 設 定 に つ い て  
 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の

よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 非 常 勤 職 員 の 育 児 休 業 及 び 部 分 休 業 の 取 得 要 件 を 緩 和 す る と

と も に ， 育 児 休 業 を 取 得 し や す い 勤 務 環 境 の 整 備 等 を 任 命 権 者

に 義 務 付 け る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

職員の育児休業等に関する条例（平成４年豊中市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は，次に掲げる職員とす

る。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は，次に掲げる職員とす

る。 

(１)～(３) （省 略） (１)～(３) （省 略） 

(４) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 (４) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) 引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員  

(イ)・(ウ) （省 略） (ア)・(イ) （省 略） 

イ・ウ （省 略） イ・ウ （省 略） 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１６条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は，次に掲げる職員

とする。 

第１６条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は，次に掲げる職員

とする。 

 (１) （省 略）  (１) （省 略） 

(２) 次のいずれにも該当する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員  (２) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市規則で定める

会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 

ア 引き続き在職した期間が１年以上である会計年度任用職員 

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市規則で定める

会計年度任用職員 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 （妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２０条 任命権者は，職員が当該任命権者に対し，当該職員又はその配偶者

が妊娠し，又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは，当

該職員に対して，育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに，

育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他

の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は，職員が前項の規定による申出をしたことを理由として，当該

職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第２１条 任命権者は，育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするた

め，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(２) 育児休業に関する相談体制の整備 

(３) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ０ 号  
豊 中 市 職 員 旅 費 支 給 条 例 及 び 一 般 職 の 職 員 の 給 与  
に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い  
て  

 豊 中 市 職 員 旅 費 支 給 条 例 及 び 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

住 所 又 は 居 所 の 移 転 を 伴 う 職 員 の 赴 任 に 際 し ， 必 要 と な る 旅

費 及 び 手 当 を 整 備 す る と と も に ， そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る

た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市職員旅費支給条例及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（豊中市職員旅費支給条例の一部改正） 

第１条 豊中市職員旅費支給条例（昭和２３年豊中市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（旅費の種類） （旅費の種類） 

第５条 旅費は，鉄道賃，船賃，航空賃，車賃，宿泊料及び食卓料の６種とし，

順路に従ってこれを支給する。ただし，公務の都合によって順路により難い

場合は，実際に通過した順路による。 

第５条 旅費は，鉄道賃，船賃，航空賃，車賃，宿泊料，食卓料，移転料，着

後手当及び扶養親族移転料とし，順路に従ってこれを支給する。ただし，公

務の都合によって順路により難い場合は，実際に通過した順路による。 

（旅費の額） （旅費の額） 

第６条 鉄道及び軌道旅行には鉄道賃，水路旅行には船賃，航空旅行には航空

賃，陸路旅行には車賃を支給する。ただし，鉄道，軌道又は水路によらない

旅行は，これを陸路旅行とする。 

第６条 鉄道及び軌道旅行には鉄道賃，水路旅行には船賃，航空旅行には航空

賃，陸路旅行には車賃を支給する。ただし，鉄道，軌道，水路又は航空によ

らない旅行は，これを陸路旅行とする。 

２～５ （省 略） ２～５ （省 略） 

６ 宿泊料は，現に支払った宿泊料の額（当該額に朝食及び夕食の料金が含ま

れない場合にあっては，当該額に別表第１に定める食卓料に相当する額を加

算した額とする。）を支給する。ただし，別表第１に定める宿泊料の限度額

を超えることができない。 

６ 宿泊料は，現に支払った宿泊料の額（当該額に朝食及び夕食の料金が含ま

れない場合にあっては，当該額に別表第１に定める食卓料に相当する額を加

算した額とする。以下同じ。）を支給する。ただし，別表第１に定める宿泊

料の限度額を超えることができない。 

７・８ （省 略） ７・８ （省 略） 

 ９ 移転料は，赴任（市長が定めるものに限る。以下同じ。）に伴う職員及び

扶養親族（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。），子，父母，孫，祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入

によって生計を維持しているものをいう。以下同じ。）の住所又は居所の移

12



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

転（市長が定めるものに限る。）について，実費額により支給する。ただし，

社会通念上相当と市長が認める額を超えることができない。 

 10 着後手当は，赴任に伴う住所又は居所の移転（市長が定めるものに限る。）

について，赴任の目的地に到着後直ちに職員宿舎（一般職の職員の給与に関

する条例（昭和２８年豊中市条例第８号）第１５条の３第１項第１号に規定

する職員宿舎をいう。）等に入居できない場合であって，市長が必要と認め

るときに，現に支払った宿泊料の額を支給する。ただし，別表第１に定める

宿泊料の限度額を超えることができない。 

 11 扶養親族移転料は，赴任に伴う扶養親族の移転（市長が定めるものに限

る。）について，赴任を命ぜられた日における扶養親族（同日において胎児

であった子を含む。）１人ごとに，鉄道賃，船賃，航空賃，車賃，宿泊料，

食卓料及び着後手当に相当するものとして，その移転の際における年齢等を

勘案し，社会通念上相当と市長が認める額の合計額を支給する。 

（退職者等の旅費） （退職者等の旅費） 

第７条 （省 略） 第７条 （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

 ５ 赴任をした職員が死亡した場合において，当該職員と同居していた当該職

員が死亡した日における扶養親族が市長が定める期間内にその居住地を出

発して帰住（生活の根拠地となる地に旅行することをいう。）をしたときは，

当該扶養親族に対して，前条第１１項の規定に準じて計算した鉄道賃，船賃，

航空賃，車賃及び食卓料を支給する。 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２８年豊中市条例第８号）の一部を次のように改正する。 
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次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第６条 給料は，正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって，この条例

に定める教職調整額，管理職手当，扶養手当，地域手当，住居手当，初任給

調整手当，通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，時間外勤務手当，休日

勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手当，期末手当，

勤勉手当，特定任期付職員業績手当及び義務教育等教員特別手当を除いた全

額とする。 

第６条 給料は，正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって，この条例

に定める教職調整額，管理職手当，扶養手当，地域手当，住居手当，初任給

調整手当，通勤手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，時間外勤務手当，休日

勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手当，期末手当，

勤勉手当，寒冷地手当，特定任期付職員業績手当及び義務教育等教員特別手

当を除いた全額とする。 

（地域手当） （地域手当） 

第１５条の２ （省 略） 第１５条の２ （省 略） 

２ 地域手当の月額は，給料，扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に１０

０分の１２を乗じて得た額とする。 

２ 地域手当の月額は，給料，扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に１０

０分の１２（一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）

第１１条の３第２項第１号から第３号までに掲げる地域手当の級地に在勤

する職員にあっては，当該各号に定める割合）を乗じて得た額とする。 

３ 医療職給料表(１)の適用を受ける職員には，前項の規定にかかわらず，給

料，扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に１００分の１６を乗じて得た

月額の地域手当を支給する。 

３ 医療職給料表(１)の適用を受ける職員には，前項の規定によりこの項の規

定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される

場合を除き，前項の規定にかかわらず，給料，扶養手当及び管理職手当の月

額の合計額に１００分の１６を乗じて得た月額の地域手当を支給する。 

４ （省 略） ４ （省 略） 

（住居手当） （住居手当） 

第１５条の３ 住居手当は，自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受

け，家賃（使用料を含む。）を支払っている職員に支給する。 

第１５条の３ 住居手当は，次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。 

(１) 自ら居住するため住宅（職員宿舎（職員の職務に関連して市等の事務

又は事業の運営に必要と認められる場合に設置する宿舎であって，当該職

員に対して市長が別に定める金額で貸し付けるものをいう。）及び市長が
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

これに準ずると認めるものを除き，貸間を含む。以下この条において同

じ。）を借り受け，家賃（使用料を含む。次号において同じ。）を支払っ

ている職員 

(２) 第１６条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給さ

れる職員で，配偶者が居住するための住宅を借り受け，家賃を支払ってい

るもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして

市規則で定めるもの 

２ 住居手当の月額は，２８，０００円を超えない範囲内で市規則で定める額

とする。 

２ 住居手当の月額は，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に定

める額（当該各号のいずれにも該当する職員にあっては，当該各号に定める

額の合計額）とする。 

(１) 前項第１号に掲げる職員 ２８，０００円を超えない範囲内で市規則

で定める額 

(２) 前項第２号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の２分

の１に相当する額 

３ 豊中市内の住宅に居住する職員に対する前項の規定の適用については，同

項中「２８，０００円」とあるのは，「３１，０００円」とする。 

３ 豊中市内の住宅について住居手当を受けている職員に対する前項の規定

の適用については，同項第１号中「２８，０００円」とあるのは，「３１，

０００円」とする。 

 （寒冷地手当） 

 第２８条の２ 寒冷地手当は，毎年１１月から翌年３月までの各月の初日にお

いて国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和２４年法律第２００号。次

項において「寒冷地手当法」という。）別表に掲げる地域に在勤する職員に

支給する。 

２ 寒冷地手当の額は，別に定めるもののほか寒冷地手当法の適用を受ける国

家公務員の例に準じて市長が定める。 

15



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（特定任期付職員業績手当） （特定任期付職員業績手当） 

第２８条の２ （省 略） 第２８条の２の２ （省 略） 

（再任用職員についての適用除外） （再任用職員についての適用除外） 

第２８条の４ 第１４条，第１５条，第１５条の３及び第１５条の４の規定は，

再任用職員には適用しない。 

第２８条の４ 第１４条，第１５条，第１５条の３，第１５条の４及び第２８

条の２の規定は，再任用職員には適用しない。 

（特定任期付職員についての適用除外） （特定任期付職員についての適用除外） 

第２８条の５ 第１０条，第１３条から第１５条まで，第１５条の３，第１５

条の４，第１９条から第２２条まで及び第２８条の規定は，特定任期付職員

には適用しない。 

第２８条の５ 第１０条，第１３条から第１５条まで，第１５条の３，第１５

条の４，第１９条から第２２条まで，第２８条及び第２８条の２の規定は，

特定任期付職員には適用しない。 

（任期付短時間勤務職員についての適用除外） （任期付短時間勤務職員についての適用除外） 

第２８条の７ 第１４条，第１５条，第１５条の３及び第１５条の４の規定は，

任期付短時間勤務職員には適用しない。 

第２８条の７ 第１４条，第１５条，第１５条の３，第１５条の４及び第２８

条の２の規定は，任期付短時間勤務職員には適用しない。 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条及び附則第４項から附則第６項までの規定は，令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和４年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の豊中市職員旅費支給条例（以下「改正後の

条例」という。）第６条第１０項の規定の適用については，同項中「一般職の職員の給与に関する条例（昭和２８年豊中市条例第８号）第１５条の３第１項第

１号に規定する職員宿舎」とあるのは，「職員の職務に関連して市等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合に設置する宿舎であって，当該職員に対し

て市長が別に定める金額で貸し付けるもの」とする。 

３ 改正後の条例の規定は，施行日以後に出発する旅行から適用する。 

４ 分限条例（昭和２８年豊中市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第３項及び第４項中「及び期末手当」を「，期末手当及び寒冷地手当」に改める。 

５ 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２９年豊中市条例第５号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条第２項中「特殊勤務手当」を「特殊勤務手当，寒冷地手当」に改める。 

第４条の３中「貸間を含む」を「職員宿舎（職員の職務に関連して市等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合に設置する宿舎であって，当該職員に

対して市長が別に定める金額で貸し付けるものをいう。）及び市長がこれに準ずると認めるものを除き，貸間を含む。以下この条において同じ」に，「使用料

を含む」を「使用料を含む。以下この条において同じ」に，「職員」を「職員又は単身赴任手当を支給される職員で，配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が居住するための住宅を借り受け，家賃を支払っているもの若しくはこれらのものとの権衡上必要があると認めら

れるものとして市長が定めるもの」に改める。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（寒冷地手当） 

第６条の２ 寒冷地手当は，著しく寒冷な地域として市長が指定するものに勤務する職員に対して支給する。 

  第１５条第２項中「配偶者，」を「配偶者等（配偶者又は性別が同一であって婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定

める関係にある者をいう。以下この項において同じ。），」に，「配偶者の」を「配偶者等の」に改める。 

  第１５条の３及び第１５条の４中「第４条の４」を「第４条の４，第６条の２」に改める。 

６ 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年豊中市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「特殊勤務手当」を「特殊勤務手当，寒冷地手当」に改める。 

第４条の３中「貸間を含む」を「職員宿舎（職員の職務に関連して市等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合に設置する宿舎であって，当該職員に

対して管理者が別に定める金額で貸し付けるものをいう。）及び管理者がこれに準ずると認めるものを除き，貸間を含む。以下この条において同じ」に，「使

用料を含む」を「使用料を含む。以下この条において同じ」に，「職員」を「職員又は単身赴任手当を支給される職員で，配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が居住するための住宅を借り受け，家賃を支払っているもの若しくはこれらのものとの権衡上必要があると認

められるものとして管理者が定めるもの」に改める。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（寒冷地手当） 

第６条の２ 寒冷地手当は，著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。 

  第１３条第２項中「配偶者，」を「配偶者等（配偶者又は性別が同一であって婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として管理者が
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定める関係にある者をいう。以下この項において同じ。），」に，「配偶者の」を「配偶者等の」に改める。 

  第１４条から第１４条の３までの規定中「第４条の４」を「第４条の４，第６条の２」に改める。 
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市 議 案 第 ２ １ 号  
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次

の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

義 務 教 育 学 校 の 開 校 の 準 備 に 伴 い 豊 中 市 立 庄 内 さ く ら 学 園

中 学 校 に 設 置 す る 副 校 長 の 給 与 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る た め ，

提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市 条例第 号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例

一般 職の職員の給与に関する条例（昭和２８年豊中市条例第

８号） の一部を次のように改正する。

附則 に次の１項を加える。

10 令 和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間，教員

に係 る次の表の左欄に掲げる規定の適用については，これら

の規 定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に

掲げ る字句とする。

第 ７

条 第

１項

(３ ) 医 療 職 給 料 表 （ 別

表第３）

ア 医療職給料表 (１ )

イ 医療職給料表 (２ )

(３ ) 医 療 職 給 料 表 （ 別

表第３）

ア 医療職給料表 (１ )

イ 医療職給料表 (２ )

(４ ) 教 育 職 給 料 表 （ 附

則別表第１）

第 ７

条 第

３項

給料表に 給 料 表 （ 教 育 職 給 料 表 を

除く。）に

第 ２

８ 条

の ３

第 １

項

小 ・ 中 学 校 任 期 付 常 勤 講

師

教 育 職 給 料 表 の 適 用 を 受

け る 職 員 及 び 小 ・ 中 学 校

任期付常勤講師

第 ２

８ 条

の ３

第 ２

項

４，８００円 ７，５００円

附 則

第 ９

附則別表 附則別表第２
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項

附則

別表

附則別表

小 ・ 中 学 校 任 期 付 常 勤

講師給料表

号給 給料月額

円

１ １５８，７００

２ １６０，２００

３ １６１，７００

４ １６３，２００

５ １６４，９００

６ １６６，８００

７ １６８，６００

８ １７０，４００

９ １７２，２００

１０ １７４，２００

１１ １７６，２００

１２ １７８，１００

１３ １８０，０００

１４ １８２，２００

１５ １８４，４００

１６ １８６，６００

１７ １８８，８００

１８ １９１，４００

１９ １９３，９００

２０ １９６，３００

２１ １９８，８００

２２ ２００，５００

２３ ２０２，１００

２４ ２０３，８００

２５ ２０５，３００

２６ ２０５，３００

２７ ２０５，３００

２８ ２０５，３００

１２６ ３１１，１００

１２７ ３１１，３００

附則別表第１

教育職給料表

号給 給料月額

円

１ ３９３，７００

２ ３９５，５００

３ ３９７，３００

４ ３９９，０００

５ ４００，６００

６ ４０２，４００

７ ４０４，２００

８ ４０６，１００

９ ４０７，９００

１０ ４０９，６００

１１ ４１１，３００

１２ ４１２，９００

１３ ４１４，３００

１４ ４１５，５００

１５ ４１６，７００

１６ ４１７，９００

１７ ４１９，５００

１８ ４２０，７００

１９ ４２２，０００

２０ ４２３，３００

２１ ４２４，２００

２２ ４２５，６００

２３ ４２７，０００

２４ ４２８，４００

２５ ４２９，４００

２６ ４３０，６００

２７ ４３１，８００

２８ ４３３，０００

２９ ４３３，８００

３０ ４３５，０００

３１ ４３６，２００

３２ ４３７，４００
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１２８ ３１１，５００

１２９ ３１１，７００

１３０ ３１１，９００

１３１ ３１２，１００

１３２ ３１２，３００

１３３ ３１２，５００

１３４ ３１２，７００

１３５ ３１２，９００

１３６ ３１３，１００

１３７ ３１３，３００

１３８ ３１３，５００

１３９ ３１３，７００

１４０ ３１３，９００

１４１ ３１４，１００

１４２ ３１４，３００

１４３ ３１４，５００

１４４ ３１４，７００

１４５ ３１４，９００

１４６ ３１５，１００

１４７ ３１５，３００

１４８ ３１５，５００

１４９ ３１５，７００

１５０ ３１５，９００

１５１ ３１６，１００

１５２ ３１６，３００

１５３ ３１６，５００

１５４ ３１６，７００

１５５ ３１６，９００

１５６ ３１７，１００

１５７ ３１７，３００

３３ ４３８，３００

３４ ４３８，９００

３５ ４３９，５００

３６ ４４０，１００

３７ ４４０，７００

３８ ４４１，３００

３９ ４４１，９００

４０ ４４２，５００

４１ ４４２，９００

４２ ４４３，４００

４３ ４４３，９００

４４ ４４４，４００

４５ ４４４，８００

４６ ４４５，１００

４７ ４４５，４００

４８ ４４５，７００

４９ ４４６，１００

５０ ４４６，４００

５１ ４４６，７００

５２ ４４７，０００

５３ ４４７，２００

５４ ４４７，５００

５５ ４４７，８００

５６ ４４８，１００

５７ ４４８，４００

５８ ４４８，７００

５９ ４４９，０００

６０ ４４９，３００

６１ ４４９，６００

６２ ４４９，８００

６３ ４５０，０００

６４ ４５０，２００

６５ ４５０，４００

６６ ４５０，６００

６７ ４５０，８００

６８ ４５１，０００

６９ ４５１，２００
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７０ ４５１，４００

７１ ４５１，６００

７２ ４５１，８００

７３ ４５２，０００

備 考 こ の 表 は ， 教 員

（副校長に限る。）に

適用する。

附則別表第２

小 ・ 中 学 校 任 期 付 常 勤

講師給料表

号給 給料月額

円

１ １５８，７００

２ １６０，２００

３ １６１，７００

４ １６３，２００

５ １６４，９００

６ １６６，８００

７ １６８，６００

８ １７０，４００

９ １７２，２００

１０ １７４，２００

１１ １７６，２００

１２ １７８，１００

１３ １８０，０００

１４ １８２，２００

１５ １８４，４００

１６ １８６，６００

１７ １８８，８００

１８ １９１，４００

１９ １９３，９００

２０ １９６，３００

２１ １９８，８００

２２ ２００，５００

２３ ２０２，１００

２４ ２０３，８００

23



２５ ２０５，３００

２６ ２０５，３００

２７ ２０５，３００

２８ ２０５，３００

１２６ ３１１，１００

１２７ ３１１，３００

１２８ ３１１，５００

１２９ ３１１，７００

１３０ ３１１，９００

１３１ ３１２，１００

１３２ ３１２，３００

１３３ ３１２，５００

１３４ ３１２，７００

１３５ ３１２，９００

１３６ ３１３，１００

１３７ ３１３，３００

１３８ ３１３，５００

１３９ ３１３，７００

１４０ ３１３，９００

１４１ ３１４，１００

１４２ ３１４，３００

１４３ ３１４，５００

１４４ ３１４，７００

１４５ ３１４，９００

１４６ ３１５，１００

１４７ ３１５，３００

１４８ ３１５，５００

１４９ ３１５，７００

１５０ ３１５，９００

１５１ ３１６，１００

１５２ ３１６，３００

１５３ ３１６，５００

１５４ ３１６，７００

１５５ ３１６，９００

１５６ ３１７，１００

１５７ ３１７，３００
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附 則

１ こ の条例は，令和４年４月１日から施行する。

２ 職 員 の 修 学 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 豊 中 市 条 例

第４ ７号）の一部を次のように改正する。

附 則に次の１項を加える。

５ 令和４年４月１日か ら令和５年３月３１日までの間，教員

に係る第３条の規定の 適用については，同条中「初任給調整

手当」とあるのは，「義 務教育等教員特別手当及び初任給調

整手当」とする。

３ 職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 豊 中 市 条

例第 ４８号）の一部を次のように改正する。

附 則に次の１項を加える。

６ 令和４年４月１日か ら令和５年３月３１日までの間，教員

に係る第３条の規定の 適用については，同条中「初任給調整

手当」とあるのは，「義 務教育等教員特別手当及び初任給調

整手当」とする。
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市 議 案 第 ２ ２ 号  
手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の

と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出          
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 地 方 公 共 団 体 の 手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 の 改 正 に 伴 い ， 液

化 石 油 ガ ス 販 売 事 業 者 認 定 申 請 手 数 料 及 び 液 化 石 油 ガ ス 貯 蔵 施

設 等 変 更 許 可 申 請 手 数 料 の 額 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で

あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   手数料条例の一部を改正する条例 

 手数料条例（平成１２年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第２５ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係 別表第２５ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

７ 第３５条の６第１項の規定

に基づく保安確保機器の設

置及び管理の方法の認定の

申請に対する審査 

液化石油ガ

ス販売事業

者認定申請

手数料 

(１)・(２)  (省 略)  

(３)  当該申請を行う者が販売

契約を締結している一般消費

者等の数が１０，０００戸以上

の場合 １１０，０００円 

（省 略） 

９ 第３７条の２第１項の規定

に基づく貯蔵施設の位置，構

造若しくは設備の変更又は

特定供給設備の位置，構造，

設備若しくは装置の変更の

許可の申請に対する審査 

液化石油ガ

ス貯蔵施設

等変更許可

申請手数料

１７，０００円に変更に係る貯蔵

施設又は特定供給設備の数を乗

じて得た金額 

（省 略） 
 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

７ 第３５条の６第１項の規定

に基づく保安確保機器の設

置及び管理の方法の認定の

申請に対する審査 

液化石油ガ

ス販売事業

者認定申請

手数料 

(１)・(２)  (省 略) 

(３)  当該申請を行う者が販売

契約を締結している一般消費

者等の数が１０，０００戸以上

の場合  ９８，０００円 

（省 略） 

９ 第３７条の２第１項の規定

に基づく貯蔵施設の位置，構

造若しくは設備の変更又は

特定供給設備の位置，構造，

設備若しくは装置の変更の

許可の申請に対する審査 

液化石油ガ

ス貯蔵施設

等変更許可

申請手数料

１５，０００円に変更に係る貯蔵

施設又は特定供給設備の数を乗

じて得た金額 

（省 略） 
 

   附 則 

 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ３ 号  
豊 中 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い

て  
 豊 中 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 改 正 に 伴 い ， 所

要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年豊中市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第１３条 児童福祉施設の長は，入所中の児童等（法第３３条の７に規定する

児童等をいう。以下この条において同じ。）に対し法第４７条第１項本文の

規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定に

より懲戒に関しその児童等の福祉のために必要な措置をとるときは，身体的

苦痛を与え，人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

第１３条 児童福祉施設の長は，入所中の児童に対し法第４７条第１項本文の

規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定に

より懲戒に関しその児童の福祉のために必要な措置をとるときは，身体的苦

痛を与え，人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

附 則 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 豊中市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年豊中市条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。 

  第１８条第１項の表第１３条の項中「児童等（法第３３条の７に規定する児童等をいう。以下この条において同じ。）」を「児童」に，「その児童等」を「そ

の児童」に改める。 
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市 議 案 第 ２ ４ 号  
豊 中 市 立 た ち ば な 園 条 例 を 廃 止 す る 条 例 の 設 定 に

つ い て  
 豊 中 市 立 た ち ば な 園 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す

る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 豊 中 市 立 た ち ば な 園 条 例 を 廃 止 す る た め ， 提 案 す る も の で あ

る 。  
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豊 中 市 条 例 第   号  

   豊 中 市 立 た ち ば な 園 条 例 を 廃 止 す る 条 例  
豊 中 市 立 た ち ば な 園 条 例（ 平 成 元 年 豊 中 市 条 例 第 １ ４ 号 ）は ，

廃 止 す る 。  

附  則  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 の 利 用 に 係 る こ の 条 例 に よ る 廃 止 前  

の 豊 中 市 立 た ち ば な 園 条 例 第 １ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 利 用

料 金 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 豊 中 市 条 例 第

１ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第 １ 項 中 第 ５ ７ 号 を 削 り ，第 ５ ８ 号 を 第 ５ ７ 号 と し ，

第 ５ ９ 号 か ら 第 ８ １ 号 ま で を １ 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

  第 ４ 条 第 ３ 項 中 「 同 項 第 ８ ０ 号 及 び 第 ８ １ 号 」 を 「 同 項 第

７ ９ 号 及 び 第 ８ ０ 号 」 に 改 め る 。  

  第 ５ 条 第 ２ 項 中「 第 ７ ９ 号 」を「 第 ７ ８ 号 」に ，「 同 項 第 ８

０ 号 及 び 第 ８ １ 号 」 を 「 同 項 第 ７ ９ 号 及 び 第 ８ ０ 号 」 に 改 め

る 。  

 
 

31



市 議 案 第 ２ ５ 号  
令 和 ４ 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 料 の 料 率 の 特 例 に 関

す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 令 和 ４ 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 料 の 料 率 の 特 例 に 関 す る 条 例 を

次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出          
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 令 和 ４ 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 料 の 基 礎 賦 課 額 ， 後 期 高 齢 者 支

援 金 等 賦 課 額 及 び 介 護 納 付 金 賦 課 額 の 料 率 の 特 例 を 定 め る た め ，

提 案 す る も の で あ る 。  
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豊 中 市条 例 第   号  

令 和 ４ 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 料 の 料 率 の 特 例 に 関

す る 条例  

豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 昭 和 ３ ５ 年 豊 中 市 条 例 第 ２ 号 ） 第

１ １ 条 第 １ 項 ， 第 １ １ 条 の ５ の ５ 第 １ 項 及 び 第 １ １ 条 の ９ 第 １

項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 令 和 ４ 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 料 の 料 率

は ， 次の と お り と す る 。  
(１ ) 基 礎 賦 課 額 の 保 険料 率  

所 得 割  １ ０ ０ 分 の ８ ．４ ９  

被 保 険者 均 等 割  ３ ０ ，３ ０ ４ 円  

世 帯 別平 等 割    

特 定 世帯 又 は 特 定 継 続 世帯 以 外 の 世 帯        

２ ９ ，２ ８ １ 円  

特 定 世帯  １ ４ ， ６ ４ １円  

特 定 継続 世 帯  ２ １ ， ９６ １ 円  

(２ ) 後 期 高 齢 者 支 援 金等 賦 課 額 の 保 険 料率  

所 得 割  １ ０ ０ 分 の ２ ．５ ０  

被 保 険者 均 等 割  ９ ， ０４ ６ 円  

世 帯 別平 等 割  

特 定 世帯 又 は 特 定 継 続 世帯 以 外 の 世 帯        

８ ， ３９ ６ 円  

特 定 世帯  ４ ， １ ９ ８ 円  

特 定 継続 世 帯  ６ ， ２ ９７ 円  

(３ ) 介 護 納 付 金 賦 課 額の 保 険 料 率  

所 得 割  １ ０ ０ 分 の ２ ．３ ４  

被 保 険者 均 等 割  １ ６ ，９ ９ ６ 円  

附  則  

こ の 条例 は ， 令 和 ４ 年 ４月 １ 日 か ら 施 行 する 。  
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市 議 案 第 ２ ６ 号  
豊 中 市 環 境 の 保 全 等 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 環 境 の 保 全 等 の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出                

 
 
              豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 大 気 汚 染 防 止 法 の 改 正 に よ り 解 体 等 工 事 に 係 る 石 綿 に 関 す る

報 告 が 法 定 化 さ れ た こ と に 伴 い ， 条 例 に 基 づ く 届 出 等 を 廃 止 す

る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市環境の保全等の推進に関する条例の一部を改正する条例 

豊中市環境の保全等の推進に関する条例（平成１７年豊中市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

目次 目次 

第１章～第５章 （省 略） 第１章～第５章 （省 略） 

第６章 公害の防止 第６章 公害の防止 

第１節・第２節 （省 略） 第１節・第２節 （省 略） 

第３節 解体等工事に係る石綿に関する規制（第４４条）  

第４節 拡声機の使用等に関する規制（第４５条―第４８条） 第３節 拡声機の使用等に関する規制（第４４条―第４７条） 

第５節 航空機騒音等の防止（第４９条―第５１条） 第４節 航空機騒音等の防止（第４８条―第５０条） 

第７章 開発事業等の環境への配慮 第７章 開発事業等の環境への配慮 

第１節 開発事業者等の環境への配慮（第５２条―第６１条） 第１節 開発事業者等の環境への配慮（第５１条―第６０条） 

第２節 環境影響評価及び事後調査その他の手続（第６２条―第８４条） 第２節 環境影響評価及び事後調査その他の手続（第６１条―第８３条） 

第８章 雑則（第８５条―第８９条） 第８章 雑則（第８４条―第８８条） 

第９章 罰則（第９０条―第９４条） 第９章 罰則（第８９条―第９３条） 

附則 附則 

第３節 解体等工事に係る石綿に関する規制 

第４４条 建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に

規定する建築物をいう。以下同じ。）その他の工作物（以下「建築物等」と

いう。）を解体し，改造し，又は補修する作業を伴う建設工事（市規則で定

めるものを除く。）のうち，解体等工事（騒音規制法（昭和４３年法律第９
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

８号）第２条第３項に規定する特定建設作業，振動規制法（昭和５１年法律

第６４号）第２条第３項に規定する特定建設作業，大阪府生活環境の保全等

に関する条例（平成６年大阪府条例第６号）第８２条第２項に規定する特定

建設作業及び第２条第６号に規定する特定建設作業を伴うものをいう。以下

同じ。）の受注者（他の者から請け負った解体等工事の受注者を除く。以下

同じ。）は，当該建築物等における，石綿を発生し，又は飛散させる原因と

なる建築材料であって市規則で定めるものの使用の有無その他の市規則で

定める調査を行い，当該解体等工事の開始の日の７日前までに，市規則で定

める事項を市長に届け出なければならない。ただし，災害その他非常の事態

の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合は，この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合において，当該解体等工事の受注者は，速やかに，同

項に規定する事項の調査を行い，その結果を，市長に届け出なければならな

い。 

３ 前２項の場合において，解体等工事の発注者（建設工事（他の者から請け

負ったものを除く。）の注文者をいう。）は，当該解体等工事の受注者が行

う前２項に規定する調査に要する費用を適正に負担することその他当該調

査に関し必要な措置を講じることにより，当該調査に協力しなければならな

い。 

４ 第１項及び第２項の規定は，解体等工事を請負契約によらないで自ら施工

する者について準用する。 

第４節 （省 略） 第３節 （省 略） 

（拡声機の使用制限） （拡声機の使用制限） 

第４５条 （省 略） 第４４条 （省 略） 

（警告及び命令） （警告及び命令） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第４６条 （省 略） 第４５条 （省 略） 

（屋外作業の制限） （屋外作業の制限） 

第４７条 （省 略） 第４６条 （省 略） 

（改善勧告及び命令） （改善勧告及び命令） 

第４８条 （省 略） 第４７条 （省 略） 

第５節 （省 略） 第４節 （省 略） 

（空港設置者等の航空機騒音等の防止義務） （空港設置者等の航空機騒音等の防止義務） 

第４９条 （省 略） 第４８条 （省 略） 

（航空機騒音等の調査等） （航空機騒音等の調査等） 

第５０条 （省 略） 第４９条 （省 略） 

（空港周辺地域の整備及び環境の改善） （空港周辺地域の整備及び環境の改善） 

第５１条 （省 略） 第５０条 （省 略） 

   第７章 （省 略）    第７章 （省 略） 

    第１節 （省 略）     第１節 （省 略） 

（環境配慮指針の策定） （環境配慮指針の策定） 

第５２条 （省 略） 第５１条 （省 略） 

（環境配慮における協議） （環境配慮における協議） 

第５３条 （省 略） 第５２条 （省 略） 

（協議内容確認事項の通知） （協議内容確認事項の通知） 

第５４条 （省 略） 第５３条 （省 略） 

（変更の協議等） （変更の協議等） 

第５５条 （省 略） 第５４条 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（地位の承継） （地位の承継） 

第５６条 （省 略） 第５５条 （省 略） 

２ 第５４条（前条第３項において準用する場合を含む。）の規定による通知

を受けた環境配慮対象事業の計画を承継しようとする者は，市規則で定める

ところにより，市長の承認を受けなければならない。 

２ 第５３条（前条第３項において準用する場合を含む。）の規定による通知

を受けた環境配慮対象事業の計画を承継しようとする者は，市規則で定める

ところにより，市長の承認を受けなければならない。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

（工事着手の制限） （工事着手の制限） 

第５７条 環境配慮対象事業者及び工事請負人（請負工事の下請人を含む。以

下同じ。）は，第５４条の規定による通知を受けた後でなければ環境配慮対

象事業に係る工事に着手してはならない。 

第５６条 環境配慮対象事業者及び工事請負人（請負工事の下請人を含む。以

下同じ。）は，第５３条の規定による通知を受けた後でなければ環境配慮対

象事業に係る工事に着手してはならない。 

（工事着手の届出） （工事着手の届出） 

第５８条 環境配慮対象事業者は，第５４条の規定による通知を受けた環境配

慮対象事業に係る工事に着手しようとするときは，あらかじめ，市規則で定

めるところにより，その旨を市長に届け出なければならない。 

第５７条 環境配慮対象事業者は，第５３条の規定による通知を受けた環境配

慮対象事業に係る工事に着手しようとするときは，あらかじめ，市規則で定

めるところにより，その旨を市長に届け出なければならない。 

（工事完了の届出） （工事完了の届出） 

第５９条 環境配慮対象事業者は，第５４条の規定による通知を受けた環境配

慮対象事業に係る工事が完了したときは，速やかに，市規則で定めるところ

により，その旨を市長に届け出なければならない。 

第５８条 環境配慮対象事業者は，第５３条の規定による通知を受けた環境配

慮対象事業に係る工事が完了したときは，速やかに，市規則で定めるところ

により，その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の規定による届出があったときは，遅滞なく，第５４条（第

５５条第３項において準用する場合を含む。）の書面に記載されている協議

内容の確認事項（以下「協議内容確認事項」という。）に適合して工事が行

われているかどうかを確認するものとする。 

２ 市長は，前項の規定による届出があったときは，遅滞なく，第５３条（第

５４条第３項において準用する場合を含む。）の書面に記載されている協議

内容の確認事項（以下「協議内容確認事項」という。）に適合して工事が行

われているかどうかを確認するものとする。 

３・４ （省 略） ３・４ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（環境配慮対象事業の廃止） （環境配慮対象事業の廃止） 

第６０条 （省 略） 第５９条 （省 略） 

（勧告及び公表） （勧告及び公表） 

第６１条 市長は，環境配慮対象事業者が次の各号のいずれかに該当するとき

は，その者に対し，必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

第６０条 市長は，環境配慮対象事業者が次の各号のいずれかに該当するとき

は，その者に対し，必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

(１) 第５７条の規定に違反して，環境配慮対象事業に係る工事に着手した

とき。 

(１) 第５６条の規定に違反して，環境配慮対象事業に係る工事に着手した

とき。 

(２) 第５９条第４項の規定による是正の求めに応じないとき。 (２) 第５８条第４項の規定による是正の求めに応じないとき。 

(３) 第８６条第１項の規定による立入検査を拒み，又は妨害したとき。 (３) 第８５条第１項の規定による立入検査を拒み，又は妨害したとき。 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

第２節 （省 略）     第２節 （省 略） 

（環境影響評価技術指針の策定） （環境影響評価技術指針の策定） 

第６２条 市長は，環境影響評価及び事後調査が科学的知見に基づき適正に行

われるよう，市の区域における環境の特性等を考慮して，次に掲げる事項を

記載した環境影響評価及び事後調査に関する技術上の指針（以下「技術指針」

という。）を策定するものとする。 

第６１条 市長は，環境影響評価及び事後調査が科学的知見に基づき適正に行

われるよう，市の区域における環境の特性等を考慮して，次に掲げる事項を

記載した環境影響評価及び事後調査に関する技術上の指針（以下「技術指針」

という。）を策定するものとする。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 次条の環境影響評価計画書，第６７条の環境影響評価準備書及び第６

９条の環境影響評価報告書の作成方法 

(２) 次条の環境影響評価計画書，第６６条の環境影響評価準備書及び第６

８条の環境影響評価報告書の作成方法 

(３)～(５) （省 略） (３)～(５) （省 略） 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

（環境影響評価計画書の作成等） （環境影響評価計画書の作成等） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第６３条 （省 略） 第６２条 （省 略） 

（計画書についての市長の意見書） （計画書についての市長の意見書） 

第６４条 （省 略） 第６３条 （省 略） 

（環境影響評価の項目等の選定） （環境影響評価の項目等の選定） 

第６５条 環境影響評価対象事業者は，前条第１項の意見を勘案して第６３条

第４号及び第５号に掲げる事項に検討を加え，技術指針で定めるところによ

り，環境影響評価対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査，予測及び

評価の手法を選定しなければならない。 

第６４条 環境影響評価対象事業者は，前条第１項の意見を勘案して第６２条

第４号及び第５号に掲げる事項に検討を加え，技術指針で定めるところによ

り，環境影響評価対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査，予測及び

評価の手法を選定しなければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（環境影響評価の実施） （環境影響評価の実施） 

第６６条 （省 略） 第６５条 （省 略） 

（環境影響評価準備書の作成等） （環境影響評価準備書の作成等） 

第６７条 環境影響評価対象事業者は，前条の規定により環境影響評価対象事

業に係る環境影響評価を行ったときは，市規則で定める時期までに，技術指

針で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書

（以下「準備書」という。）を作成し，これを市長に提出しなければならな

い。 

第６６条 環境影響評価対象事業者は，前条の規定により環境影響評価対象事

業に係る環境影響評価を行ったときは，市規則で定める時期までに，技術指

針で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書

（以下「準備書」という。）を作成し，これを市長に提出しなければならな

い。 

(１) 第６３条第１号から第３号までに掲げる事項 (１) 第６２条第１号から第３号までに掲げる事項 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

(３) 第６５条第２項の助言がある場合には，その内容 (３) 第６４条第２項の助言がある場合には，その内容 

(４)～(６) （省 略） (４)～(６) （省 略） 

（準備書についての市長の意見書） （準備書についての市長の意見書） 

第６８条 市長は，準備書の提出を受けたときは，市規則で定める期間内に， 第６７条 市長は，準備書の提出を受けたときは，市規則で定める期間内に，
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

当該準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるもの

とする。第６４条第２項の規定は，この場合について準用する。 

当該準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるもの

とする。第６３条第２項の規定は，この場合について準用する。 

（環境影響評価報告書の作成等） （環境影響評価報告書の作成等） 

第６９条 環境影響評価対象事業者は，前条の意見を勘案して準備書の記載事

項について検討を加え，技術指針で定めるところにより，次に掲げる事項を

記載した環境影響評価報告書（以下「報告書」という。）を作成し，これを

市長に提出しなければならない。 

第６８条 環境影響評価対象事業者は，前条の意見を勘案して準備書の記載事

項について検討を加え，技術指針で定めるところにより，次に掲げる事項を

記載した環境影響評価報告書（以下「報告書」という。）を作成し，これを

市長に提出しなければならない。 

(１) 第６７条各号に掲げる事項 (１) 第６６条各号に掲げる事項 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

（工事の着手の制限） （工事の着手の制限） 

第７０条 環境影響評価対象事業者及び工事請負人は，報告書を提出した後

（当該環境影響評価対象事業が環境配慮対象事業にも該当する場合にあっ

ては，報告書を提出し，第５４条の規定による通知を受けた後）でなければ，

環境影響評価対象事業に係る工事に着手してはならない。 

第６９条 環境影響評価対象事業者及び工事請負人は，報告書を提出した後

（当該環境影響評価対象事業が環境配慮対象事業にも該当する場合にあっ

ては，報告書を提出し，第５３条の規定による通知を受けた後）でなければ，

環境影響評価対象事業に係る工事に着手してはならない。 

（工事着手及び完了の届出） （工事着手及び完了の届出） 

第７１条 第５８条及び第５９条第１項の規定は，環境影響評価対象事業に係

る工事について準用する。 

第７０条 第５７条及び第５８条第１項の規定は，環境影響評価対象事業に係

る工事について準用する。 

（環境影響評価対象事業者の環境の保全への配慮） （環境影響評価対象事業者の環境の保全への配慮） 

第７２条 （省 略） 第７１条 （省 略） 

（事後調査計画書の作成等） （事後調査計画書の作成等） 

第７３条 環境影響評価対象事業者は，報告書を提出してから環境影響評価対

象事業に係る工事が完了するまでの間に，技術指針で定めるところにより，

次に掲げる事項を記載した事後調査計画書（以下「事後調査計画書」という。）

第７２条 環境影響評価対象事業者は，報告書を提出してから環境影響評価対

象事業に係る工事が完了するまでの間に，技術指針で定めるところにより，

次に掲げる事項を記載した事後調査計画書（以下「事後調査計画書」という。）
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

を作成し，これを市長に提出しなければならない。 を作成し，これを市長に提出しなければならない。 

(１) 第６３条第１号から第３号までに掲げる事項 (１) 第６２条第１号から第３号までに掲げる事項 

(２)～(４) （省 略） (２)～(４) （省 略） 

（事後調査の実施） （事後調査の実施） 

第７４条 （省 略） 第７３条 （省 略） 

（事後調査報告書の作成） （事後調査報告書の作成） 

第７５条 環境影響評価対象事業者は，事後調査を行ったときは，技術指針で

定めるところにより，次に掲げる事項を記載した事後調査報告書（以下「事

後調査報告書」という。）を作成し，これを市長に提出しなければならない。 

第７４条 環境影響評価対象事業者は，事後調査を行ったときは，技術指針で

定めるところにより，次に掲げる事項を記載した事後調査報告書（以下「事

後調査報告書」という。）を作成し，これを市長に提出しなければならない。 

(１) 第６３条第１号から第３号までに掲げる事項 (１) 第６２条第１号から第３号までに掲げる事項 

(２)・(３) （省 略） (２)・(３) （省 略） 

（措置の要求） （措置の要求） 

第７６条 市長は，事後調査報告書の内容を審査した結果，環境影響の程度が

著しいものとなると認めるときは，環境影響評価対象事業者に対し，必要な

措置を講じるよう求めることができる。第６４条第２項の規定は，この場合

について準用する。 

第７５条 市長は，事後調査報告書の内容を審査した結果，環境影響の程度が

著しいものとなると認めるときは，環境影響評価対象事業者に対し，必要な

措置を講じるよう求めることができる。第６３条第２項の規定は，この場合

について準用する。 

（環境影響評価対象事業の変更） （環境影響評価対象事業の変更） 

第７７条 環境影響評価対象事業者は，計画書を提出してから環境影響評価対

象事業に係る工事が完了するまでの間に第６３条第２号に掲げる事項を変

更しようとする場合において，当該変更後の開発事業等が環境影響評価対象

事業に該当するときは，市規則で定めるところにより，その旨を市長に届け

出なければならない。ただし，当該事項の変更が事業規模の縮小，市規則で

定める軽微な変更その他の市規則で定める変更に該当する場合は，この限り

第７６条 環境影響評価対象事業者は，計画書を提出してから環境影響評価対

象事業に係る工事が完了するまでの間に第６２条第２号に掲げる事項を変

更しようとする場合において，当該変更後の開発事業等が環境影響評価対象

事業に該当するときは，市規則で定めるところにより，その旨を市長に届け

出なければならない。ただし，当該事項の変更が事業規模の縮小，市規則で

定める軽微な変更その他の市規則で定める変更に該当する場合は，この限り
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

でない。 でない。 

２ 市長は，前項の規定による届出があった場合において，当該変更後の環境

影響評価対象事業について第６３条から第７３条までの規定による環境影

響評価その他の手続の全部又は一部を行う必要があると認めるときは，当該

環境影響評価対象事業者に対し，その旨を通知するものとする。 

２ 市長は，前項の規定による届出があった場合において，当該変更後の環境

影響評価対象事業について第６２条から第７２条までの規定による環境影

響評価その他の手続の全部又は一部を行う必要があると認めるときは，当該

環境影響評価対象事業者に対し，その旨を通知するものとする。 

３ （省 略） ３ （省 略） 

（環境影響評価対象事業の廃止等） （環境影響評価対象事業の廃止等） 

第７８条 環境影響評価対象事業者は，次の各号のいずれかに該当することと

なったときは，市規則で定めるところにより，その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

第７７条 環境影響評価対象事業者は，次の各号のいずれかに該当することと

なったときは，市規則で定めるところにより，その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 第６３条第２号に掲げる事項を変更した場合において，当該変更後の

開発事業等が環境影響評価対象事業に該当しなくなったとき。 

(２) 第６２条第２号に掲げる事項を変更した場合において，当該変更後の

開発事業等が環境影響評価対象事業に該当しなくなったとき。 

(３) （省 略） (３) （省 略） 

２ 前項第３号の場合において，第６３条第２号から第６号までに掲げる事項

に変更がないときは，当該引継ぎ前の環境影響評価対象事業者が行った環境

影響評価，事後調査その他の手続は新たに環境影響評価対象事業者となった

者が行ったものとみなし，当該引継ぎ前の環境影響評価対象事業者について

行われた環境影響評価，事後調査その他の手続は新たに環境影響評価対象事

業者となった者について行われたものとみなす。 

２ 前項第３号の場合において，第６２条第２号から第６号までに掲げる事項

に変更がないときは，当該引継ぎ前の環境影響評価対象事業者が行った環境

影響評価，事後調査その他の手続は新たに環境影響評価対象事業者となった

者が行ったものとみなし，当該引継ぎ前の環境影響評価対象事業者について

行われた環境影響評価，事後調査その他の手続は新たに環境影響評価対象事

業者となった者について行われたものとみなす。 

（環境影響評価等の再実施） （環境影響評価等の再実施） 

第７９条 市長は，報告書を提出してから相当期間を経過した後に，環境影響

評価対象事業者が環境影響評価対象事業に係る工事に着手しようとする場

第７８条 市長は，報告書を提出してから相当期間を経過した後に，環境影響

評価対象事業者が環境影響評価対象事業に係る工事に着手しようとする場
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

合において，環境の保全の見地から必要があると認めるときは，第６３条か

ら第７３条までの規定による環境影響評価その他の手続の全部又は一部を

再度行うよう求めることができる。 

合において，環境の保全の見地から必要があると認めるときは，第６２条か

ら第７２条までの規定による環境影響評価その他の手続の全部又は一部を

再度行うよう求めることができる。 

（手続の併合） （手続の併合） 

第８０条 相互に関連する２以上の環境影響評価対象事業を実施しようとす

る場合は，当該環境影響評価対象事業者は，これらの環境影響評価対象事業

について，併せて第６３条から第７５条までの規定による環境影響評価，事

後調査その他の手続を行うことができる。 

第７９条 相互に関連する２以上の環境影響評価対象事業を実施しようとす

る場合は，当該環境影響評価対象事業者は，これらの環境影響評価対象事業

について，併せて第６２条から第７４条までの規定による環境影響評価，事

後調査その他の手続を行うことができる。 

（許認可等権限者に対する要請等） （許認可等権限者に対する要請等） 

第８１条 （省 略） 第８０条 （省 略） 

（勧告及び公表） （勧告及び公表） 

第８２条 市長は，環境影響評価対象事業者が次の各号のいずれかに該当する

ときは，その者に対し，必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

第８１条 市長は，環境影響評価対象事業者が次の各号のいずれかに該当する

ときは，その者に対し，必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

(３) 第７０条の規定に違反して，環境影響評価対象事業に係る工事に着手

したとき。 

(３) 第６９条の規定に違反して，環境影響評価対象事業に係る工事に着手

したとき。 

(４) 第７６条に規定する必要な措置を講じないとき。 (４) 第７５条に規定する必要な措置を講じないとき。 

(５) 第８６条第１項の規定による立入検査を拒み，又は妨害したとき。 (５) 第８５条第１項の規定による立入検査を拒み，又は妨害したとき。 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

（適用除外） （適用除外） 

第８３条 第６３条から第７９条までの規定は，災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）第８７条の規定による災害復旧の事業又は同法第８８条第

２項に規定する事業，建築基準法第８４条の規定が適用される場合における

第８２条 第６２条から第７８条までの規定は，災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）第８７条の規定による災害復旧の事業又は同法第８８条第

２項に規定する事業，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８４条の
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

同条第１項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災

市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第５条第１項の被災市街地

復興推進地域において行われる同項第３号に規定する事業については，適用

しない。 

規定が適用される場合における同条第１項の都市計画に定められる事業又

は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４

号）第５条第１項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第３号に

規定する事業については，適用しない。 

（法又は大阪府環境影響評価条例に基づく市長の意見形成の手続） （法又は大阪府環境影響評価条例に基づく市長の意見形成の手続） 

第８４条 （省 略） 第８３条 （省 略） 

第８章 （省 略）    第８章 （省 略） 

（報告又は資料の提出） （報告又は資料の提出） 

第８５条 市長は，この条例に定めるもののほか，この条例の施行に必要な限

度において，工場等を設置している者，建築物等の新築又は増改築等を行っ

ている者，開発事業等を実施している者その他の関係者（以下「関係者」と

いう。）に対し，必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 

第８４条 市長は，この条例に定めるもののほか，この条例の施行に必要な限

度において，工場等を設置している者，建築物（建築基準法第２条第１号に

規定する建築物をいう。以下同じ。）その他の工作物の新築又は増改築等を

行っている者，開発事業等を実施している者その他の関係者（以下「関係者」

という。）に対し，必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 

（立入調査等） （立入調査等） 

第８６条 （省 略） 第８５条 （省 略） 

（違反者の公表） （違反者の公表） 

第８７条 （省 略） 第８６条 （省 略） 

（この条例の予想しない公害に対する措置） （この条例の予想しない公害に対する措置） 

第８８条 （省 略） 第８７条 （省 略） 

（委任規定） （委任規定） 

第８９条 （省 略） 第８８条 （省 略） 

第９章 （省 略）    第９章 （省 略） 

第９０条 次の各号のいずれかに該当する者は，３月以下の懲役又は１００， 第８９条 次の各号のいずれかに該当する者は，３月以下の懲役又は１００，
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

０００円以下の罰金に処する。 ０００円以下の罰金に処する。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 第４６条の規定による警告に従わず違反行為を続けた者又は同条の

規定による命令に違反した者 

(２) 第４５条の規定による警告に従わず違反行為を続けた者又は同条の

規定による命令に違反した者 

(３) 第４８条第２項の規定による命令に違反した者 (３) 第４７条第２項の規定による命令に違反した者 

第９１条 （省 略） 第９０条 （省 略） 

第９２条 次の各号のいずれかに該当する者は，５０，０００円以下の罰金に

処する。 

第９１条 次の各号のいずれかに該当する者は，５０，０００円以下の罰金に

処する。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 第８６条第１項の規定による立入検査を拒み，又は妨害した者 (２) 第８５条第１項の規定による立入検査を拒み，又は妨害した者 

第９３条 （省 略） 第９２条 （省 略） 

第９４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者

が，その法人又は人の業務に関し，第９０条から前条までの違反行為をした

ときは，その行為者を罰するほか，その法人又は人に対しても各本条の罰金

刑を科する。 

第９３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者

が，その法人又は人の業務に関し，第８９条から前条までの違反行為をした

ときは，その行為者を罰するほか，その法人又は人に対しても各本条の罰金

刑を科する。 

附 則 附 則 

１～３ （省 略） １～３ （省 略） 

４ 新条例第７章第２節の規定は，環境影響評価対象事業であって次に掲げる

もの（第１号から第３号に掲げるものにあっては，施行日以後にその内容を

変更せず，又は事業規模を縮小し，若しくは軽微な変更その他の市長が別に

定める変更のみをして実施されるものに限る。）については，適用しない。 

４ 新条例第７章第２節の規定は，環境影響評価対象事業であって次に掲げる

もの（第１号から第３号までに掲げるものにあっては，施行日以後にその内

容を変更せず，又は事業規模を縮小し，若しくは軽微な変更その他の市長が

別に定める変更のみをして実施されるものに限る。）については，適用しな

い。 

(１) 施行日前に豊中市土地利用の調整に関する条例第２４条の規定によ (１) 施行日前に豊中市土地利用の調整に関する条例（平成１６年豊中市条
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

る通知が行われたもの 例第３１号）第２４条の規定による通知が行われたもの 

(２)～(４) （省 略） (２)～(４) （省 略） 

５～９ （省 略） ５～９ （省 略） 

附 則 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

２ この条例による改正前の豊中市環境の保全等の推進に関する条例（以下「改正前の条例」という。）第４４条の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に開始をする同条第１項に規定する解体等工事については，適用しない。 

３ 施行日前に開始をした改正前の条例第４４条第１項ただし書に規定する解体等工事に係る調査及び届出については，なお従前の例による。 

４ 豊中市企業立地促進条例（平成２０年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第３項中「第５２条第１項」を「第５１条第１項」に改める。 
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市 議 案 第 ２ ７ 号  
豊 中 市 地 区 ま ち づ く り 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 地 区 ま ち づ く り 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

地 区 ま ち づ く り 活 動 団 体 制 度 を 創 設 す る と と も に ， そ の 他 所

要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市地区まちづくり条例の一部を改正する条例 

豊中市地区まちづくり条例（平成４年豊中市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

目次 目次 

第１章 （省 略） 第１章 （省 略） 

 第２章 地区まちづくり活動団体（第６条） 

第２章 まちづくり協議会（第６条―第８条） 第３章 まちづくり協議会（第７条―第９条） 

第３章 まちづくり構想（第９条―第１１条） 第４章 まちづくり構想（第１０条・第１１条） 

 第５章 法制度等を活用した地区まちづくり等（第１２条・第１３条） 

第４章 助成等（第１２条・第１３条） 第６章 助成等（第１４条・第１５条） 

第５章 まちづくり委員会（第１４条） 第７章 まちづくり委員会（第１６条） 

第６章 雑則（第１５条・第１６条） 第８章 雑則（第１７条・第１８条） 

附則 附則 

 第２章 地区まちづくり活動団体 

第６条 市長は，地区まちづくりを推進することを目的とする市民組織を地区

まちづくり活動団体として登録することができる。 

２ 地区まちづくり活動団体は，地区住民に対し，活動内容を公開し説明する

よう努めなければならない。 

３ 地区まちづくり活動団体は，地区住民並びに地区及びその周辺の地域のま

ちづくりに携わる者と協力し，地区まちづくりの推進に努めなければならな

い。 

４ 前３項に定めるもののほか，地区まちづくり活動団体に関し必要な事項
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

は，市規則で定める。 

第２章 （省 略） 第３章 （省 略） 

（まちづくり協議会） （まちづくり協議会） 

第６条 市長は，地区まちづくりを推進することを目的とする市民組織であっ

て，次の各号のいずれにも該当するものをまちづくり協議会として認定する

ことができる。 

第７条 市長は，地区まちづくり活動団体であって，次の各号のいずれにも該

当するものをまちづくり協議会として認定することができる。 

(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略） 

（まちづくり協議会の認定の申請等） （まちづくり協議会の認定の申込み等） 

第７条 前条に規定するまちづくり協議会の認定を受けようとする市民組織

は，市長に認定の申請をしなければならない。 

第８条 前条に規定するまちづくり協議会の認定を受けようとする地区まち

づくり活動団体は，市長に認定の申込みをしなければならない。 

２ 市長は，前項の申請に基づき，まちづくり協議会の認定の可否を決定する

ものとする。 

２ 市長は，前項の申込みに基づき，まちづくり協議会の認定の可否を決定す

るものとする。 

３ 前２項の認定の申請及び認定に関し必要な事項は，市規則で定める。 ３ 前２項の認定の申込み及び認定に関し必要な事項は，市規則で定める。 

４ （省 略） ４ （省 略） 

（まちづくり協議会の認定の取消し） （まちづくり協議会の認定の取消し） 

第８条 市長は，まちづくり協議会が第６条の規定に該当しなくなったと認め

るとき，解散したときその他まちづくり協議会として適当でないと認めると

きは，その認定を取り消すものとする。 

第９条 市長は，まちづくり協議会が第７条の規定に該当しなくなったと認め

るとき，解散したときその他まちづくり協議会として適当でないと認めると

きは，その認定を取り消すものとする。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

第３章 （省 略） 第４章 （省 略） 

（まちづくり構想の策定，公表等） （まちづくり構想の策定，公表等） 

第９条 （省 略） 第１０条 （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（まちづくり構想の提案及び配慮） （まちづくり構想の提案及び配慮） 

第１０条 （省 略） 第１１条 （省 略） 

 第５章 法制度等を活用した地区まちづくり等 

（法制度等を活用したまちづくりの推進） （法制度等を活用した地区まちづくりの推進） 

第１１条 市長及びまちづくり協議会は，地区まちづくりの推進を図るため，

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の４第１項第１号から第

３号までに掲げる計画，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６９条

に規定する建築協定その他のまちづくりに関する法制度等の活用に努める

ものとする。 

第１２条 市長及びまちづくり協議会その他の地区まちづくり活動団体は，地

区まちづくりの推進を図るため，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第１２条の４第１項第１号から第３号までに掲げる計画，建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第６９条に規定する建築協定その他のまちづくりに

関する法制度等（以下「法制度等」という。）の活用に努めるものとする。 

 （地区まちづくりルール） 

第１３条 市長は，地区まちづくり活動団体が定めた地区まちづくりに関する

取決め（法制度等によるものを除く。）を地区まちづくりルールとして登録

することができる。 

２ 市長は，地区まちづくりルールを公表するものとする。 

３ 第１項の規定により地区まちづくりルールの登録を受けた地区まちづく

り活動団体は，当該地区まちづくりルールについて地区住民，地区の土地利

用に携わる事業者等の理解及び協力が得られるよう努めなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか，地区まちづくりルールに関し必要な事項は，

市規則で定める。 

第４章 （省 略） 第６章 （省 略） 

（まちづくり協議会への助成等） （まちづくり協議会への助成等） 

第１２条 （省 略） 第１４条 （省 略） 

（まちづくりの活動に対する助成等） （地区まちづくりの活動に対する助成等） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第１３条 （省 略） 第１５条 （省 略） 

第５章 （省 略） 第７章 （省 略） 

（まちづくり委員会の設置） （まちづくり委員会の設置） 

第１４条 （省 略） 第１６条 （省 略） 

第６章 （省 略） 第８章 （省 略） 

（まちづくり協議会の届出事由） （まちづくり協議会の届出事由） 

第１５条 （省 略） 第１７条 （省 略） 

（委任規定） （委任規定） 

第１６条 （省 略） 第１８条 （省 略） 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ８ 号  
豊 中 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定

に つ い て  
 豊 中 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 千 里 中 央 公 園 の 自 動 車 駐 車 場 を 公 園 管 理 者 以 外 の 者 に 管 理 さ

せ る こ と に 伴 い 自 動 車 駐 車 場 の 有 料 施 設 と し て の 位 置 付 け を 廃

止 す る と と も に ， 興 行 に 係 る 使 用 料 の 限 度 額 を 定 め る た め ， 提

案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市都市公園条例の一部を改正する条例 

豊中市都市公園条例（昭和３５年豊中市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

(３) 有料施設 市が管理する公園施設で，有料で使用させるものをいう。  

（制限行為） （制限行為） 

第４条 （省 略） 第４条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 市長は，第１項各号に掲げる行為が，公衆の公園の利用に支障を及ぼさな

いと認める場合に限り，同項の承認を与えることができる。この場合におい

て，市長は，当該行為が興行を行うものであるときは，同項の承認を与えて

はならない。 

３ 市長は，第１項各号に掲げる行為が，公衆の公園の利用に支障を及ぼさな

いと認める場合に限り，同項の承認を与えることができる。 

４ 前項前段の規定にかかわらず，市長は，第１項各号に掲げる行為が暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の利益になり，又

はなるおそれがあると認めるときは，同項の承認を与えてはならない。 

４ 前項の規定にかかわらず，市長は，第１項各号に掲げる行為が暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の利益になり，又はなる

おそれがあると認めるときは，同項の承認を与えてはならない。 

５ （省 略） ５ （省 略） 

第３章 有料施設 

（有料施設） 

   第３章 削除 

第１４条から第１８条まで 削除 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第１４条 有料施設は，別表第１のとおりとする。 

（有料施設の使用） 

第１４条の２ 有料施設の使用時間及び休日は，市長が定める。 

（使用の承認） 

第１５条 有料施設を使用しようとする者は，市長の承認を受けなければなら

ない。 

２ 市長は，前項の承認の際，必要な条件を付けることができる。 

（使用制限） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては，有料施設の使用を承

認しない。 

(１) 他人に危険を及ぼし，若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を

携帯する者 

(２) 公益を害するおそれがあると認める者 

(３) 前２号に掲げるもののほか，管理上支障があると認めるもの 

（目的外使用の制限） 

第１７条 第１５条の規定により有料施設の使用承認を受けた者は，その施設

の構造及び設備を変更し，又はその施設を目的外に使用してはならない。た

だし，市長の承認を受けたときは，この限りでない。 

２ 市長は，前項の承認を受けようとする者が暴力団の利益になり，又はなる

おそれがある使用をするときは，その承認を与えてはならない。 

３ 市長は，第１項の承認の際，使用者に対し必要な設備を命ずることができ

る。 

４ 第１項の承認を受けた者が第１項又は前項の規定により設備をしたとき

は，使用後直ちにこれを撤去し，原状に回復しなければならない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

５ 第１項の承認を受けた者が前項の規定による義務を履行しないときは，市

長が執行し，その費用を使用者から徴収する。 

（使用承認の取消し又は使用の停止） 

第１８条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，第１５条又は前条

の規定による承認を受けた者に対し，その承認を取り消し，又はその使用を

制限し，若しくは停止することができる。 

(１) 承認を受けた者が使用承認の条件に違反したとき 

(２) 承認を受けた者がこの条例に違反し，又はこの条例による市長の指示

に従わないとき 

(３) 管理上支障があると認めるとき 

(４) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認めるとき 

２ 前項に規定するもののほか，市長は，前条の規定による承認を受けた者が

暴力団の利益になり，又はなるおそれがある使用をするときは，その承認を

取り消すものとする。 

（使用料） （使用料） 

第１９条 第４条第１項，第８条第１項，第９条第１項又は第１５条の許可又

は承認を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表第２から別表第５ま

でに定める範囲内で市規則で定める使用料（法第３３条第４項に規定する公

園予定区域及び予定公園施設（以下「公園予定区域」という。）の使用料を

含む。以下同じ。）を納付しなければならない。 

第１９条 第４条第１項，第８条第１項又は第９条第１項の許可又は承認を受

けた者（以下「使用者」という。）は，別表第２から別表第４までに定める

範囲内で市規則で定める使用料（法第３３条第４項に規定する公園予定区域

及び予定公園施設（以下「公園予定区域」という。）の使用料を含む。以下

同じ。）を納付しなければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（使用料の徴収方法） （使用料の徴収方法） 

第２２条 （省 略） 第２２条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

３ 自動車駐車場の使用料については，第１項本文の規定にかかわらず，自動

車が自動車駐車場から出場するときに徴収する。 

 

（使用料の還付） （使用料の還付） 

第２３条 既納の使用料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当

するときは，その全部又は一部を還付することがある。 

第２３条 既納の使用料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当

するときは，その全部又は一部を還付することがある。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 第１２条又は第１８条第１項第３号若しくは第４号の規定により市

長が使用許可又は使用承認を取り消したとき。 

(２) 第１２条の規定により市長が使用許可又は使用承認を取り消したと

き。 

(３) （省 略） (３) （省 略） 

（許可又は承認の期間） （許可又は承認の期間） 

第２４条 第４条第１項，第８条第１項，第９条第１項及び第１５条の規定に

よる許可又は承認の期間は，５年（第９条第１項の規定による保育所等施設

（法第７条第２項に規定する保育所その他の社会福祉施設をいう。以下同

じ。）に係る許可の期間にあっては，１０年）以内で市規則で定める。 

第２４条 第４条第１項，第８条第１項及び第９条第１項の規定による許可又

は承認の期間は，５年（同項の規定による保育所等施設（法第７条第２項に

規定する保育所その他の社会福祉施設をいう。以下同じ。）に係る許可の期

間にあっては，１０年）以内で市規則で定める。 

（保証人又は保証金） （保証人又は保証金） 

第２７条 市長は，必要があると認めるときは，第４条第１項，第８条第１項，

第９条第１項又は第１５条の規定による使用許可又は使用承認の際，使用者

に保証人を立てさせ，又は使用者から保証金を徴することができる。 

第２７条 市長は，必要があると認めるときは，第４条第１項，第８条第１項

又は第９条第１項の規定による使用許可又は使用承認の際，使用者に保証人

を立てさせ，又は使用者から保証金を徴することができる。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（過料） （過料） 

第２９条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては，５０，０００円以下

の過料を科することがある。 

第２９条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては，５０，０００円以下

の過料を科することがある。 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(３) 第１７条の規定に違反した者  

(４) （省 略） (３) （省 略） 

(５) 第２８条第２項の規定に違反した者 (４) 前条第２項の規定に違反した者 

２ （省 略） ２ （省 略） 

別表第１ 有料施設 別表第１ 削除 

公園名 有料施設の種類 

千里中央公園 自動車駐車場（展望台駐車場を除く。） 
 

 

別表第４ 公園の使用料 別表第４ 公園の使用料 

種別 単位 期間 使用料 

（省 略） 
 

種別 単位 期間 使用料 

（省 略） 

興行を行うとき １平方メートル １日 １０円
 

別表第５ 有料施設の使用料  

種別 使用料 

単位 金額 

自動車駐車

場 

駐車時間が３０分以内の

場合 

無料 

駐車時間が３０分を超え

る場合 

３０分を超える時間について３０分まで

ごとに１００円 
 

 

附 則 

 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ９ 号  
豊 中 市 企 業 立 地 促 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

設 定 に つ い て  
 豊 中 市 企 業 立 地 促 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 産 業 誘 導 区 域 内 に 重 点 エ リ ア を 設 定 し ， 立 地 促 進 奨 励 金 を 拡

充 す る と と も に ， そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ，提 案 す る

も の で あ る 。  
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豊中市条例第 号

豊中市企業立地促進条例の一部を改正する条例

豊中市企業立地促進条例（平成２０年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。

（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

（定義） （定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。

(１)～(９) （省 略） (１)～(９) （省 略）

(10) 重点エリア 産業誘導区域内において，土地利用規制により事業所の

集積を誘導する区域であって，市規則で定めるものをいう。

附 則

１ （省 略）

附 則

１ （省 略）

２ この条例は，平成３５年３月３１日限り，その効力を失う。ただし，この

条例の失効前に指定を受けた指定事業者に係る奨励措置については，この条

例は，同日後も，なおその効力を有する。

３・４ （省 略）

２ この条例は，令和５年３月３１日限り，その効力を失う。ただし，この条

例の失効前に指定を受けた指定事業者に係る奨励措置については，この条例

は，同日後も，なおその効力を有する。

３・４ （省 略）

別表 別表

区分 奨励金の額

産業誘導区域 （省 略）

土地 新たに取得

した土地

固定資産税額に相当する額に４分の３を

乗じて得た額

（省 略）

区分 奨励金の額

産業誘導区域 （省 略）

重点エリア 重点エリア以外の区域

土地 新たに取得

した土地

固定資産税額に相

当する額

固定資産税額に相当す

る額に４分の３を乗じ

て得た額

（省 略）
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（ 現 行 ） （ 改 正 後 ）

新たに賃借

した土地

賃借料に含まれる固定資産税額に相当す

る額に４分の３を乗じて得た額

（省 略）

事業所 固定資産税額（増設にあっては，当該増設

によって拡張した部分に係る固定資産税

額に限る。以下この項において同じ。）に

相当する額に４分の３を乗じて得た額

（省 略）

設備 固定資産税額に相当する額に４分の３を

乗じて得た額

（省 略）

新たに賃借

した土地

賃借料に含まれる

固定資産税額に相

当する額

賃借料に含まれる固定

資産税額に相当する額

に４分の３を乗じて得

た額

（省 略）

事業所 固定資産税額（増設

にあっては，当該増

設によって拡張し

た部分に係る固定

資産税額に限る。以

下この項において

同じ。）に相当する

額

固定資産税額に相当す

る額に４分の３を乗じ

て得た額

（省 略）

設備 固定資産税額に相

当する額

固定資産税額に相当す

る額に４分の３を乗じ

て得た額

（省 略）

備考 備考

１ （省 略） １ （省 略）

２ 建物の借受けによる新設又は増設の場合，この表の設備の項の規定の

みを適用するものとする。

２ 建物の借受けによる新設又は増設の場合，この表の設備の項の規定の

みを適用するものとする。ただし，市長が別に定める関係にある法人か

らの建物の借受けによる新設又は増設の場合は，この限りでない。

３ 備考の２ただし書の場合における奨励金の額は，この表の規定に準じ

て市長が別に定める。

附 則
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１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。

２ この条例による改正後の豊中市企業立地促進条例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に奨励金の交付の申込みを行う指定事業者

（平成３１年１月１日前に指定の申込みを行っている事業者を除く。）について適用し，施行日前に奨励金の交付の申込みを行う指定事業者及び施行日以後に

奨励金の交付の申込みを行う指定事業者であって平成３１年１月１日前に指定の申込みを行っている事業者については，なお従前の例による。

３ 豊中市企業立地促進条例の一部を改正する条例（平成３０年豊中市条例第４８号）の一部を次のように改正する。

附則第１項中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改める。
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市 議 案 第 ３ ０ 号  
北 部 大 阪 都 市 計 画 特 別 用 途 地 区 （ 工 業 保 全 地 区 ）

の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 の 設

定 に つ い て  
 北 部 大 阪 都 市 計 画 特 別 用 途 地 区 （ 工 業 保 全 地 区 ） の 区 域 内 に

お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と

す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

北 部 大 阪 都 市 計 画 特 別 用 途 地 区 の 決 定 に 伴 い ， 特 別 用 途 地 区

（ 工 業 保 全 地 区 ） の 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 建 築 に 関 す る 制 限

を 定 め る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊 中 市条 例 第   号                     

北 部 大 阪 都 市 計 画 特 別 用 途 地 区 （ 工 業 保 全 地 区 ）

の 区 域内 に お け る 建 築 物の 制 限 に 関 す る 条例  

（ 目 的）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １  

号 。 以下 「 法 」 と い う 。） 第 ４ ９ 条 第 １ 項の 規 定 に 基 づ き，

北 部 大阪 都 市 計 画 特 別 用途 地 区 （ 工 業 保 全地 区 ） （ 以 下 「工

業 保 全地 区 」 と い う 。 ）の 区 域 内 に お け る建 築 物 の 建 築 の制

限 を 定め る こ と に よ り ，事 業 所 の 安 定 し た操 業 環 境 を 確 保す

る こ とを 目 的 と す る 。  

（ 定 義）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お ける 用 語 の 意 義 は ，法 及 び 建 築 基 準 法施

行 令 （昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３ ８ 号 ） の 定 める と こ ろ に よ る。  

（ 適 用区 域 ）  

第 ３ 条  こ の 条 例 は ， 工業 保 全 地 区 の 区 域 （ 以 下 「 適 用 区 域」

と い う。 ） 内 に 適 用 す る 。  

（ 建 築物 の 建 築 の 制 限 ）  

第 ４ 条  次 に 掲 げ る 建 築物 は ， 建 築 し て はな ら な い 。   

(１ ) 住 宅  

 (２ ) 共 同 住 宅 ， 寄 宿舎 又 は 下 宿  

(３ ) 老 人 ホ ー ム ， 福 祉ホ ー ム そ の 他 こ れら に 類 す る も の  

（ 建 築物 の 敷 地 が 適 用 区域 の 内 外 に わ た る場 合 の 措 置 ）  

第 ５ 条  建 築 物 の 敷 地 が適 用 区 域 の 内 外 にわ た る 場 合 に お ける

前 条 の規 定 の 適 用 に つ いて は ， そ の 敷 地 の過 半 が 適 用 区 域に

属 す ると き に は ， 当 該 建築 物 又 は そ の 敷 地の 全 部 に つ い て ，

同 条 の規 定 を 適 用 し ， その 敷 地 の 過 半 が 適用 区 域 の 外 に 属す

る と きに は ， 当 該 建 築 物又 は そ の 敷 地 の 全部 に つ い て ， 同条

の 規 定を 適 用 し な い 。  

（ 既 存の 建 築 物 に 対 す る制 限 の 緩 和 ）  

第 ６ 条  法 第 ３ 条 第 ２ 項の 規 定 に よ り 第 ４条 の 規 定 の 適 用 を受

け な い建 築 物 に つ い て 次に 掲 げ る 範 囲 内 にお い て 新 築 ， 増築
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又 は 改築 を す る 場 合 に おい て は ， 法 第 ３ 条第 ３ 項 第 ３ 号 及び

第 ４ 号の 規 定 に か か わ らず ， 第 ４ 条 の 規 定は ， 適 用 し な い。  

 (１ ) 基 準 時 （ 法 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 第 ４ 条 の 規 定 の

適 用 を 受 け な い 建 築 物 に つ い て ， 法 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に

よ り 引 き 続 き 第 ４ 条 の 規 定 （ 同 条 の 規 定 が 改 正 さ れ た 場 合

に お い て は ， 改 正 前 の 規 定 を 含 む 。 ） の 適 用 を 受 け な い 期

間 の 始 期 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に お け る 敷

地 内 に お い て 基 準 時 に お け る 用 途 と 同 一 の 用 途 に 供 す る 建

築 物 の 新 築 ， 増 築 又 は 改 築 を す る 場 合 で あ っ て ， か つ ， 当

該 新 築 ， 増 築 又 は 改 築 後 に お け る 延 べ 面 積 及 び 建 築 面 積 が

基 準 時 に お け る 敷 地 面 積 に 対 し て そ れ ぞ れ 法 第 ５ ２ 条 第 １

項 ， 第 ２ 項 及 び 第 ７ 項 並 び に 法 第 ５ ３ 条 の 規 定 に 適 合 す る

こ と 。  

 (２ ) 新 築 又 は 増 築 後の 第 ４ 条 の 規 定 に適 合 し な い 用 途 に供

す る 建築 物 の 部 分 の 床 面積 の 合 計 は ， 基 準時 に お け る その

部 分 の床 面 積 の 合 計 の １． ２ 倍 を 超 え な いこ と 。  

２  前 項 に 規 定 す る 建 築 物 に つ い て 用 途 の 変 更 を 伴 わ な い 大 規

模 の 修 繕 又 は 大 規 模 の 模 様 替 を す る 場 合 に お い て は ， 法 第 ３

条 第 ３ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 の 規 定 に か か わ ら ず ， 第 ４ 条 の 規

定 は ，適 用 し な い 。  

（ 特 例許 可 ）  

第 ７ 条  第 ４ 条 の 規 定 は ， 市 長 が ， 事 業 所 の 安 定 し た 操 業 環 境

を 害 す る お そ れ が な い と 認 め ， 又 は 公 益 上 や む を 得 な い と 認

め て 許 可 し た 場 合 に お い て は ， 当 該 許 可 の 範 囲 内 に お い て ，

適 用 しな い 。  

２  市長 は ，前 項 の 規 定 に よ る 許 可（ 以 下「 特 例 許 可 」と い う 。）

を す る 場 合 に お い て は ， あ ら か じ め ， そ の 許 可 に 利 害 関 係 を

有 す る者 の 出 頭 を 求 め て公 開 に よ る 意 見 の聴 取 を 行 い ，か つ ，

豊 中 市 建 築 審 査 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し ，

特 例 許 可 を 受 け た 建 築 物 の 増 築 ， 改 築 又 は 移 転 （ 次 に 掲 げ る

要 件 に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。 ） に つ い て 特 例 許 可 を す る 場 合
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に あ って は ， こ の 限 り でな い 。  

(１ ) 増 築 ， 改 築 又 は 移 転 が 特 例 許 可 を 受 け た 際 に お け る 敷

地 内 にお け る も の で あ るこ と 。  

(２ ) 増 築 又 は 改 築 後 の 第 ４ 条 の 規 定 に 適 合 し な い 用 途 に 供

す る 建 築 物 の 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ， 特 例 許 可 を 受 け た 際

に お ける そ の 部 分 の 床 面積 の 合 計 を 超 え ない こ と 。  

（ 手 数料 ）  

第 ８ 条  特 例 許 可 の 申 請 を し よ う と す る 者 は ， １ 件 に つ き １ ８

０ ， ００ ０ 円 の 手 数 料 を納 付 し な け れ ば なら な い 。  

２  手数 料 は ，特 例 許 可 の 申 請 の 際 に 納 付し な け れ ば な ら ない 。 

３  市 長 は ， 公 益 上 必 要 で あ る と 認 め ， 又 は 災 害 そ の 他 特 別 の

理 由 が あ る と 認 め る と き は ， 手 数 料 を 減 額 し ， 又 は 免 除 す る

こ と がで き る 。  

４  既 納 の 手 数 料 は ， 還 付 し な い 。 た だ し ， 市 長 は ， 特 別 の 理

由 が あ る と 認 め る と き は ， そ の 全 部 又 は 一 部 を 還 付 す る こ と

が で きる 。  

（ 委 任）  

第 ９ 条  こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は ， 市 規 則 で 定 め

る 。  

（ 罰 則）  

第 １ ０ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は ， ５ ０ ０ ， ０ ０

０ 円 以下 の 罰 金 に 処 す る。  

(１ ) 第 ４ 条 の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に お け る 当 該 建 築 物 の 建

築 主  

(２ ) 法 第 ８ ７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 第 ４ 条 の 規 定 に 違

反 し た 場 合 に お け る 当 該 建 築 物 の 所 有 者 ， 管 理 者 又 は 占 有

者  

２  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 ， 使 用 人 そ の 他

の 従 業 者 が そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し て ， 前 項 の 違 反 行 為

を し た 場 合 に お い て は ， そ の 行 為 者 を 罰 す る ほ か ， そ の 法 人

又 は 人に 対 し て も 同 項 の罰 金 刑 を 科 す る 。  
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附  則  

こ の 条例 は ， 令 和 ４ 年 ４月 １ 日 か ら 施 行 する 。  
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市 議 案 第 ３ １ 号  
市 立 豊 中 病 院 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 設 定 に つ い て  
 市 立 豊 中 病 院 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出        
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
内  繁  樹   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

市 立 豊 中 病 院 の 職 員 の 定 数 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で

あ る 。  
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豊中市条例第  号 

市立豊中病院職員定数条例の一部を改正する条例 

市立豊中病院職員定数条例（平成２５年豊中市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２条 職員の定数は，８２０人とする。 第２条 職員の定数は，８２１人とする。 

附 則 

この条例は，令和４年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ２ 号  
豊 中 市 立 学 校 設 置 条 例 の 設 定 に つ い て  

 豊 中 市 立 学 校 設 置 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出          
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 豊 中 市 立 庄 内 小 学 校 ， 豊 中 市 立 野 田 小 学 校 ， 豊 中 市 立 島 田 小

学 校 及 び 豊 中 市 立 庄 内 さ く ら 学 園 中 学 校 を 廃 止 し ， 豊 中 市 立 庄

内 さ く ら 学 園 を 設 置 す る と と も に ， 豊 中 市 立 千 成 小 学 校 の 位 置

を 変 更 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市 条例第 号

豊中市立学校設置条例

豊中 市立小・中学校設置条例（昭和３９年豊中市条例第２０

号）の 全部を改正する。

豊中 市に次の小学校，中学校及び義務教育学校を設置する。

区分 名称 位置

小 学

校

豊中市立克明小学校 豊中市岡町北３丁目４番１号

豊中市立桜塚小学校 豊中市北桜塚２丁目６番１号

豊中市立大池小学校 豊中市本町１丁目７番１２号

豊中市立螢池小学校 豊 中 市 螢 池 中 町 １ 丁 目 １ ５ 番 １

号

豊中市立桜井谷小学 校 豊中市柴原町３丁目１１番１号

豊中市立熊野田小学 校 豊中市赤阪１丁目５番１号

豊中市立中豊島小学 校 豊 中 市 曽 根 東 町 ６ 丁 目 １ ３ 番 １

号

豊中市立豊島小学校 豊中市服部西町３丁目６番５号

豊中市立原田小学校 豊 中 市 原 田 元 町 １ 丁 目 １ ７ 番 １

号

豊中市立小曽根小学 校 豊中市小曽根１丁目２番１号

豊中市立豊南小学校 豊 中 市 豊 南 町 西 ２ 丁 目 １ ９ 番 １

号

豊中市立上野小学校 豊中市上野東２丁目８番８号

豊中市立南桜塚小学 校 豊中市南桜塚２丁目２番１号

豊中市立新田小学校 豊中市上新田２丁目１９番１号

豊中市立庄内南小学 校 豊中市大黒町１丁目２番１５号

豊中市立庄内西小学 校 豊中市庄本町４丁目１番１０号

豊中市立千成小学校 豊中市大黒町１丁目２番１５号

豊中市立北丘小学校 豊 中 市 新 千 里 北 町 ２ 丁 目 １ ９ 番

１号

豊中市立東丘小学校 豊 中 市 新 千 里 東 町 ３ 丁 目 １ 番 １
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号

豊中市立東豊中小学 校 豊中市東豊中町５丁目１番１号

豊中市立豊島西小学 校 豊中市上津島３丁目４番１号

豊中市立西丘小学校 豊 中 市 新 千 里 西 町 ２ 丁 目 ２ ３ 番

１号

豊中市立高川小学校 豊中市豊南町東１丁目１番１号

豊中市立刀根山小学 校 豊中市刀根山５丁目２番１号

豊中市立南丘小学校 豊 中 市 新 千 里 南 町 ２ 丁 目 １ ３ 番

１号

豊中市立豊島北小学 校 豊 中 市 曽 根 南 町 ２ 丁 目 １ ９ 番 １

号

豊中市立泉丘小学校 豊中市西泉丘１丁目１０番１号

豊中市立少路小学校 豊中市西緑丘２丁目１０番１号

豊中市立野畑小学校 豊中市向丘３丁目１番１号

豊中市立東豊台小学 校 豊中市東豊中町６丁目２番１号

豊中市立箕輪小学校 豊中市箕輪１丁目１番１号

豊中市立北条小学校 豊中市北条町２丁目１６番１号

豊中市立寺内小学校 豊中市寺内２丁目１５番１号

豊中市立緑地小学校 豊中市城山町４丁目１番１号

豊 中 市 立 桜 井 谷 東 小 学

校

豊中市桜の町７丁目５番１号

豊中市立東泉丘小学 校 豊中市東泉丘３丁目２番１号

豊中市立北緑丘小学 校 豊中市北緑丘２丁目４番１号

豊中市立新田南小学 校 豊中市上新田４丁目９番１号

中 学

校

豊中市立第一中学校 豊中市曽根西町１丁目６番１号

豊中市立第二中学校 豊中市宮山町２丁目１番１号

豊中市立第三中学校 豊中市栗ケ丘町１番１号

豊中市立第四中学校 豊中市服部本町４丁目５番７号

豊中市立第五中学校 豊中市立花町１丁目１０番１号

豊中市立第七中学校 豊 中 市 庄 内 栄 町 ５ 丁 目 １ ０ 番 １
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号

豊中市立第八中学校 豊 中 市 新 千 里 東 町 ３ 丁 目 ２ 番 １

号

豊中市立第九中学校 豊 中 市 新 千 里 南 町 １ 丁 目 ４ 番 １

号

豊中市立第十一中学 校 豊中市西緑丘２丁目１１番１号

豊中市立第十二中学 校 豊中市浜２丁目１４番１号

豊中市立第十三中学 校 豊中市柴原町２丁目１４番１号

豊中市立第十四中学 校 豊中市北緑丘１丁目１番１号

豊中市立第十五中学 校 豊中市熊野町３丁目８番１号

豊中市立第十六中学 校 豊中市北条町３丁目１８番１号

豊中市立第十七中学 校 豊 中 市 西 泉 丘 ２ 丁 目 ２ ４ ３ ２ 番

地の２

豊中市立第十八中学 校 豊中市螢池中町４丁目７番１号

義 務

教 育

学 校

豊 中 市 立 庄 内 さ く ら 学

園

豊 中 市 庄 内 幸 町 ４ 丁 目 ２ ９ 番 ２

号

附 則

１ こ の条例は，令和５年４月１日から施行する。

２ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ８ 年 豊 中 市 条 例

第８ 号）の一部を次のように改正する。

第１０条の４第１項中「及び中学校」を「，中学校及び義務

教育学校」に，「小・中学校任期付常勤講師」を「任期付常勤

講師」に改め ，同条第３ 項中「小・中学校任期付常勤講師」を

「任期付常勤講師」に改 める。

第１２条の３第１項，第１５条の２第４項，第２７条第６項 ，

第２８条第４項，第２８条の３第１項及び第２８条の６（見出

しを含む。）中「小・中学校任期付常勤講師」を「任期付常勤

講師」に改める。

附則別表中「小・中学校任期付常勤講師給料表」を「任期付

常勤講師給料表」に改め る。
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別表第７の８等級の項 ，９等級の項，１０等級の項及び１１

等級の項中「小・中学校 障害児介助員」を「障害児介助員」に

改める。

別表第８中「小・中学校任期付常勤講師給料表」を「任期付

常勤講師給料表」に改め る。

３ 執 行 機 関 の 附 属 機 関 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ８ 年 豊 中 市 条 例

第３ ８号）の一部を次のように改正する。

第 １ 条 の 表 教 育 委 員 会 の 項 中 「 及 び 中 学 校 」 を 「 ， 市 立 中

学 校 及 び 市 立 義 務 教 育 学 校 」 に ， 「 豊 中 市 小 ・ 中 学 校 教 科 用

図 書 選 定 委 員 会 」 を 「 豊 中 市 学 校 教 科 用 図 書 選 定 委 員 会 」 に

改め る。

４ 分 限 条 例 （ 昭 和 ２ ８ 年 豊 中 市 条 例 第 １ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の

よう に改正する。

第 ９ 条 第 ６ 項 中 「 小 ・ 中 学 校 任 期 付 常 勤 講 師 」 を 「 任 期 付

常勤 講師」に改める。

５ 勤 務 時 間 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ８ 年 豊 中 市 条 例 第

１４ 号）の一部を次のように改正する。

第 ７ 条 第 １ 項 ， 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 中 「 小 ・ 中 学 校 任 期 付 常

勤講 師」を「任期付常勤講師」に改める。

６ 一 般 職 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ７ 年 豊

中市 条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第 １ ２ 条 第 １ 号 ， 第 ２ 号 及 び 第 ４ 号 並 び に 別 表 教 員 特 殊 業

務 従 事 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 項 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 中 「 又 は 中

学校 」を「，中学校又は義務教育学校」に改める。

７ 退 職 手 当 条 例 （ 昭 和 ２ ８ 年 豊 中 市 条 例 第 １ ３ 号 ） の 一 部 を

次の ように改正する。

第 ３ 条 第 ３ 項 及 び 第 ６ 条 の ５ 第 ２ 項 中 「 小 ・ 中 学 校 任 期 付

常勤 講師」を「任期付常勤講師」に改める。

８ 学 校 医 等 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ４ 年 豊 中 市

条例 第２７号）の一部を次のように改正する。

第 １ 条 中 「 及 び 中 学 校 」 を 「 ， 豊 中 市 立 中 学 校 及 び 豊 中 市
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立義 務教育学校」に改める。

９ 豊 中 市 立 小 ・ 中 学 校 屋 外 運 動 場 照 明 施 設 の 使 用 料 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 ５ ９ 年 豊 中 市 条 例 第 １ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改正 する。

第 １ 条 中 「 豊 中 市 立 小 ・ 中 学 校 設 置 条 例 （ 昭 和 ３ ９ 年 豊 中

市 条 例 第 ２ ０ 号 ） 」 を 「 豊 中 市 立 学 校 設 置 条 例 （ 令 和 ４ 年 豊

中市条例第 号）」に改める。

10 豊 中 市 立 小 ・ 中 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成

３１ 年豊中市条例第２７号）の一部を次のように改正する。

附 則 中 「 平 成 ３ ２ 年 ４ 月 １ 日 」 を 「 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 」 に

改め る。
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市 議 案 第 ３ ３ 号  
豊 中 市 青 年 の 家 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定  
に つ い て  

 豊 中 市 青 年 の 家 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

青 年 の 家 及 び 少 年 文 化 館 の 統 合 に よ る 青 少 年 育 成 機 能 の 充

実 を 図 る た め の 施 設 再 編 に 伴 い ， 施 設 の 名 称 ， 事 業 内 容 等 を 改

正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市青年の家条例の一部を改正する条例 

 豊中市青年の家条例（昭和５８年豊中市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

豊中市青年の家条例 豊中市立青少年交流文化館条例 

（設置） （設置） 

第１条 青少年の徳性及び情操を養い，知識を高めるとともに，自主性を助長

することによって，その健全な育成を図るため，豊中市に青年の家を設置す

る。 

第１条 文化活動，創造活動等を通して，青少年の徳性及び情操を養い，知識

を高めるとともに，自主性を助長することによって，その健全な育成を図る

ため，豊中市に青少年交流文化館を設置する。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 青年の家の名称及び位置は，次のとおりとする。 第２条 青少年交流文化館の名称及び位置は，次のとおりとする。 

(１) 名称 豊中市立青年の家いぶき (１) 名称 豊中市立青少年交流文化館いぶき 

(２) 位置 豊中市新千里西町２丁目７番１号 (２) 位置 豊中市服部西町４丁目１３番１号 

（事業） （事業） 

第３条 青年の家いぶき（以下「青年の家」という。）は，次の各号に掲げる

事業を行う。 

第３条 豊中市立青少年交流文化館いぶきは，次に掲げる事業を行う。 

(１) 青少年の団体活動を指導，育成すること。 (１) 青少年の自主活動及び団体活動を指導し，及び育成すること。 

(２)・(３) （省 略） (２)・(３) （省 略） 

(４) 青少年に自主活動の場を提供すること。 (４) 青少年の交流活動の支援を行うこと。 

(５) 青少年のための生活相談を行うこと。 (５) 社会生活に困難のある青少年の相談及び支援を行うこと。 

 (６) 青少年の学習の支援を行うこと。 

(６) （省 略） (７) （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 （入館の禁止） 

第４条 教育委員会は，次の各号のいずれかに該当する者には，入館を禁止し，

又は退去を命ずることができる。 

(１) 他人に危害を及ぼし，若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を

携帯する者 

(２) 管理上必要な指示に従わない者 

(３)  その他管理上支障があると認める者 

（職員） （職員） 

第４条 青年の家に館長その他必要な職員を置く。 第５条 豊中市立青少年交流文化館いぶきに館長その他必要な職員を置く。 

(委任規定) 

第５条 （省 略） 

(委任規定) 

第６条 （省 略） 

附 則 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 豊中市立少年文化館条例（平成元年豊中市条例第２２号)は，廃止する。 

３ 文化施設等自動車駐車場条例（平成１２年豊中市条例第４３号)の一部を次のように改正する。 

第２条の表(２)の項中「豊中市立青年の家いぶき」を「豊中市立青少年交流文化館いぶき」に改める。 
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市 議 案 第 ３ ４ 号  
豊 中 市 立 郷 土 資 料 館 条 例 の 設 定 に つ い て  

 豊 中 市 立 郷 土 資 料 館 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 郷 土 資 料 館 の 新 設 に 伴 い ， 同 施 設 の 名 称 ， 位 置 ， 事 業 等 を 定

め る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊 中 市条 例 第   号                     

豊 中 市立 郷 土 資 料 館 条 例  

（ 設 置）  

第 １ 条  郷 土 の 歴 史 へ の理 解 及 び 関 心 を 深め ， 教 育 ， 学 術 及び

文 化 の発 展 に 寄 与 す る ため ，豊 中 市 に 郷 土資 料 館 を 設 置 す る。 

（ 名 称及 び 位 置 ）  

第 ２ 条  郷 土 資 料 館 （ 以下 「 資 料 館 」 と いう 。 ） の 名 称 及 び位

置 は ，次 の と お り と す る。  

(１ ) 名 称  豊 中 市 立 郷土 資 料 館  

(２ ) 位 置  豊 中 市 庄 内栄 町 ５ 丁 目 ４ 番 １４ 号  

（ 事 業）  

第 ３ 条  資 料 館 は ， 第 １条 の 目 的 を 達 成 する た め ， 次 に 掲 げる

事 業 を行 う 。  

(１ ) 郷土の歴史に関する資料（以下「資料」という。）の 収集 ，

整 理 及び 保 管 に 関 す る こと 。  

(２ ) 資 料 の 公 開 そ の 他の 活 用 に 関 す る こと 。  

(３ )  資 料 の 調 査 及 び 研究 に 関 す る こ と 。  

（ ４ ）  郷 土 の 歴 史 に 関 す る 講 座， 講 演 会 等 の 実 施に 関 す る こ

と 。  

(５ )  そ の 他 教 育 委 員 会が 必 要 と 認 め る 事業  

２  資料 館 の 施 設 は ，第 １ 条の 目 的 に 適 合す る 場 合 に 限 り ，使

用 す るこ と が で き る 。  

（ 使 用承 認 ）  

第 ４ 条  資 料 館 の 施 設 を使 用 し よ う と す る者 は ， あ ら か じ め教

育 委 員会 の 承 認 を 受 け なけ れ ば な ら な い 。  

（ 使 用制 限 ）                                   

第 ５ 条  次 の 各 号 の い ずれ か に 該 当 す る とき は ， 資 料 館 の 施設

の 使 用を 承 認 し な い 。  

(１ )  他 人 に 迷 惑 を 及 ぼす お そ れ が あ る と認 め る と き 。  

(２ ) 暴 力 団 （ 暴 力 団 員に よ る 不 当 な 行 為の 防 止 等 に 関 する

法 律（ 平成 ３ 年 法 律 第 ７７ 号 )第 ２ 条 第 ２号 に 規 定 す る 暴力
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団 を いう 。以 下 同 じ 。)の 利 益 に な り ，又は な る お そ れ があ

る と 認め る と き 。  

(３ )  管 理 上 支 障 が あ ると 認 め る と き 。  

(４ )  そ の 他 教 育 委 員 会が 適 当 で な い と 認め る と き 。  

（ 使 用承 認 の 取 消 し 等 ）  

第 ６ 条  教 育 委 員 会 は ，資料 館 の 施 設 の 使用 承 認 を 受 け た 者 (以

下「 使用 者 」と い う 。)が 次 の 各 号 の い ずれ か に 該 当 す る とき

は ， 使用 の 条 件 を 変 更 し， 又 は 使 用 承 認 を取 り 消 す こ と がで

き る 。  

(１ ) 使 用 承 認 の 条 件 に違 反 し た と き 。  

(２ ) こ の 条 例 又 は こ の条 例 に 基 づ く 教 育委 員 会 規 則 の 規定

に 違 反し た と き 。  

(３ )  承 認 を 受 け た 使 用の 目 的 以 外 に 使 用し た と き 。  

(４ )  暴 力団 の 利 益 に な り， 又 は な る お そ れが あ る 使 用 を す

る と き。  

(５ ) 管 理 上 支 障 が あ ると き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 使 用 の 条 件 の 変 更 又 は 使 用 承 認 の 取 消

し に よっ て 使 用 者 に 損 害が 生 じ て も ，教育 委 員 会 は そ の 責め

を 負 わな い 。  

（ 使 用料 等 ）                                   

第 ７ 条  使 用 者 は ， 別 表に 定 め る 額 の 範 囲内 で 教 育 委 員 会 規則

で 定 める 使 用 料 を 前 納 しな け れ ば な ら な い。  

２  教育 委 員 会 は ， 特 別の 理 由 が あ る と 認め る と き は ， 前 項の

使 用 料を 減 免 す る こ と がで き る 。  

（ 使 用料 の 返 還 ）  

第 ８ 条  既 納 の 使 用 料 は，返 還 し な い 。た だ し ，教 育 委 員 会が

特 別 の理 由 が あ る と 認 める と き は ，そ の 全部 又 は 一 部 を 返還

す る こと が で き る 。  

（ 使 用者 の 義 務 ）  

第 ９ 条  使 用 者 は ，次 に 掲げ る 義 務 を 履 行し な け れ ば な ら ない 。 

(１ ) 承 認 を 受 け た 目 的以 外 に 使 用 し ， 又は 権 利 を 譲 渡 し，
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若 し くは 転 貸 し な い こ と。  

(２ ) 使 用 承 認 の な い 物件 を 使 用 し な い こと 。  

(３ )  建 物 ，附 属 物 又 は器 具 を 滅 失 し，又 は 毀 損し な い こ と。 

(４ ) 火 災 防 止 に 努 め るこ と 。  

(５ )  使 用 後 は ， 速 や かに 原 状 に 回 復 し ，清 掃 す る こ と 。  

(６ )  そ の 他 教 育 委 員 会が 指 示 し た 事 項  

（ 設 備の 承 認 等 ）  

第 １ ０条  使 用 者 は ， 特別 の 設 備 又 は 装 飾を し よ う と す る とき

は ， あら か じ め 教 育 委 員会 の 承 認 を 受 け なけ れ ば な ら な い 。   

２  使用 者 は ， 前 項 の 規定 に よ り 設 備 又 は装 飾 を し た と き は，

使 用 後速 や か に こ れ を 撤去 し て 原 状 に 回 復し な け れ ば な らな

い 。 第６ 条 第 １ 項 の 規 定に よ り 使 用 承 認 を取 り 消 さ れ た とき

も 同 様と す る 。   

３  使用 者 が 前 項 の 義 務を 履 行 し な い と きは ，教 育 委 員 会 が執

行 し ，そ の 費 用 を 使 用 者か ら 徴 収 す る 。  

（ 損 害賠 償 ）  

第 １ １条  使 用 者 の 責 めに 帰 す べ き 事 由 によ っ て 建 物 ， 附 属物

又 は 器具 を 滅 失 し ， 又 は毀 損 し た と き は ，使 用 者 に お い てそ

の 損 害を 賠 償 し な け れ ばな ら な い 。  

２  前項 の 賠 償 の 方 法 及び 額 は ， 教 育 委 員会 が 決 定 す る 。  

（ 特 別利 用 の 承 認 ）                                   

第 １ ２条  学 術 研 究 等 のた め ， 資 料 の 熟 覧， 模 写 ， 模 造 ， 撮影

等 （ 以下 「 特 別 利 用 」 とい う 。 ） を し よ うと す る 者 は ， あら

か じ め教 育 委 員 会 の 承 認を 受 け な け れ ば なら な い 。  

（ 特 別利 用 の 制 限 ）                                   

第 １ ３ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 特 別 利 用 を

承 認 しな い 。  

(１ )  資 料 の 保 全 上 支 障が あ る と 認 め る とき 。  

(２ ) 第 ５ 条 各 号 の い ずれ か に 該 当 す る とき 。  

（ 特 別利 用 の 承 認 の 取 消し 等 ）  

第 １ ４条  第 ６ 条 の 規 定は ， 特 別 利 用 の 条件 の 変 更 又 は 特 別利
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用 の 承認 の 取 消 し に つ いて 準 用 す る 。  

２  第９ 条 及 び 第 １ １ 条の 規 定 は ， 特 別 利用 の 承 認 を 受 け た者

に つ いて 準 用 す る 。  

（ 入 館の 禁 止 ）  

第 １ ５条  次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る者 に は ， 入 館 を 禁止

し ， 又は 退 去 を 命 ず る こと が あ る 。  

(１ ) 他 人 に 危 害 を 及 ぼし ， 若 し く は 他 人の 迷 惑 に な る 物品

又 は 動物 の 類 を 携 帯 す る者  

(２ ) 管 理 上 必 要 な 指 示に 従 わ な い 者  

(３ )  そ の 他 管 理 上 支 障が あ る と 認 め る 者  

（ 職 員）  

第 １ ６条  資 料 館 に 館 長そ の 他 必 要 な 職 員を 置 く 。  

（ 委 任）                                   

第 １ ７ 条  こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は ， 教 育 委 員 会

規 則 で定 め る 。    

附  則  

こ の 条例 は ， 市 規 則 で 定め る 日 か ら 施 行 する 。  

別 表  

 施 設名  使 用 料（ １ 日 に つ き ）  

講 座 室  ４ ， １ ０ ０ 円  
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市 議 案 第 ３ ５ 号  
奨 学 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い  
て  

 奨 学 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も

の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

基 金 の 額 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

奨学基金条例の一部を改正する条例 

奨学基金条例（昭和４３年豊中市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２条 基金の額は，２８９，０８２，０００円とする。 第２条 基金の額は，３０８，３２８，０００円とする。 

附 則 

この条例は，令和４年３月３１日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ６ 号  
豊 中 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定

に つ い て  
 豊 中 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出          
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 喫 煙 等 の 許 可 ， 防 火 対 象 物 の 使 用 開 始 の 届 出 等 に 係 る 業 務 を  
消 防 署 長 か ら 消 防 長 へ 移 管 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市火災予防条例の一部を改正する条例 

 豊中市火災予防条例（昭和３７年豊中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（炉） （炉） 

第３条 炉の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。 第３条 炉の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。 

(１) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合（不燃材料（建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号に規定する不燃材料をい

う。以下同じ。）で有効に仕上げをした建築物等（消防法施行令（昭和３

６年政令第３７号。以下「令」という。）第５条第１項第１号に規定する

建築物等をいう。以下同じ。）の部分の構造が耐火構造（建築基準法第２

条第７号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）であって，間柱，下地

その他主要な部分を準不燃材料（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３

３８号）第１条第５号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。）で造っ

たものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造

であって，間柱，下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に

遮熱できるものに限る。）である場合をいう。以下同じ。）を除き，建築

物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち，火災予防上安全

な距離として消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。 

(１) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合（不燃材料（建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号に規定する不燃材料をい

う。以下同じ。）で有効に仕上げをした建築物等（消防法施行令（昭和３

６年政令第３７号。以下「令」という。）第５条第１項第１号に規定する

建築物等をいう。以下同じ。）の部分の構造が耐火構造（建築基準法第２

条第７号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）であって，間柱，下地

その他主要な部分を準不燃材料（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３

３８号）第１条第５号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。）で造っ

たものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造

であって，間柱，下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に

遮熱できるものに限る。）である場合をいう。以下同じ。）を除き，建築

物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち，火災予防上安全な距離

として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(２)～(19) （省 略） (２)～(19) （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

（液体燃料を使用する器具） （液体燃料を使用する器具） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第１８条 液体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなけれ

ばならない。 

第１８条 液体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなけれ

ばならない。 

(１) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，建築物等及

び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち，火災予防上安全な距離として

消防署長が認める距離以上の距離を保つこと。 

(１) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，建築物等及

び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち，火災予防上安全な距離として

消防長が認める距離以上の距離を保つこと。 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(２)～(13) （省 略） (２)～(13) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（喫煙等） （喫煙等） 

第２３条 次に掲げる場所で消防長が指定する場所においては，喫煙し，若し

くは裸火を使用し，又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではな

らない。ただし，特に必要な場合において消防署長が火災予防上支障がない

と認めたときは，この限りでない。 

第２３条 次に掲げる場所で消防長が指定する場所においては，喫煙し，若し

くは裸火を使用し，又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではな

らない。ただし，特に必要な場合において消防長が火災予防上支障がないと

認めたときは，この限りでない。 

(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略） 

２～５ （省 略） ２～５ （省 略） 

６ 前項の喫煙所の床面積の合計は，客席の床面積の合計の３０分の１以上と

しなければならない。ただし，消防署長が，当該場所の利用状況等から判断

して，火災予防上支障がないと認めるときは，この限りでない。 

６ 前項の喫煙所の床面積の合計は，客席の床面積の合計の３０分の１以上と

しなければならない。ただし，消防長が，当該場所の利用状況等から判断し

て，火災予防上支障がないと認めるときは，この限りでない。 

７ （省 略） ７ （省 略） 

（屋外催しに係る防火管理） （屋外催しに係る防火管理） 

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は，同項の指定を受けたと

きは，速やかに防火担当者を定め，当該指定催しを開催する日の１４日前ま

でに（当該指定催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の指定を受けた

第４２条の３ 前条第１項の指定催しを主催する者は，同項の指定を受けたと

きは，速やかに防火担当者を定め，当該指定催しを開催する日の１４日前ま

でに（当該指定催しを開催する日の１４日前の日以後に同項の指定を受けた
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

場合にあっては，防火担当者を定めた後遅滞なく）次に掲げる火災予防上必

要な業務に関する計画を作成させるとともに，当該計画に基づく業務を行わ

せなければならない。 

 (１)・(２) （省 略） 

 (３) 対象火気器具等を使用し，又は危険物を取り扱う露店，屋台その他こ

れらに類するもの（第４５条において「露店等」という。）及び客席の火

災予防上安全な配置に関すること。 

場合にあっては，防火担当者を定めた後遅滞なく）次に掲げる火災予防上必

要な業務に関する計画を作成させるとともに，当該計画に基づく業務を行わ

せなければならない。 

(１)・(２) （省 略） 

(３) 対象火気器具等を使用し，又は危険物を取り扱う露店，屋台その他こ

れらに類するもの（第４５条第２項第５号において「露店等」という。）

及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。 

(４)～(６) （省 略） 

２ （省 略） 

 (４)～(６) （省 略） 

２ （省 略） 

（防火対象物の使用開始の届出等） （防火対象物の使用開始の届出等） 

第４３条 令別表第１に掲げる防火対象物（同表(19)項及び(20)項に掲げるも

のを除く。）をそれぞれの用途に使用しようとする者は，使用開始の日の７

日前までに，その旨を消防署長に届け出なければならない。 

第４３条 令別表第１に掲げる防火対象物（同表(19)項及び(20)項に掲げるも

のを除く。）をそれぞれの用途に使用しようとする者は，使用開始の日の７

日前までに，その旨を消防長に届け出なければならない。 

（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出） 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し，火災の発生のおそれのある

設備のうち，次に掲げるものを設置しようとする者は，あらかじめ，その旨

を消防署長に届け出なければならない。 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し，火災の発生のおそれのある

設備のうち，次に掲げるものを設置しようとする者は，あらかじめ，その旨

を消防長に届け出なければならない。 

(１)～(15) （省 略） (１)～(15) （省 略） 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出） （火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出） 

第４５条 次に掲げる行為をしようとする者は，あらかじめ，その旨を消防署

長に届け出なければならない。 

第４５条 次に掲げる行為をしようとする者は，あらかじめ，その旨を消防長

に届け出なければならない。 

(１) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 

(２) 煙火（がん具用煙火を除く。）の打上げ又は仕掛け 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(３) （省 略） 

(４) 水道の断水又は減水 

(５) 路上の工事，荷物の搬出等消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼ

すおそれのある行為 

(６) （省 略） 

(７) 祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の者の集合する催しに際

して行う露店等の開設（対象火気器具等を使用する場合に限る。） 

(１) （省 略） 

 

 

 

(２) （省 略） 

 

 

２ 次に掲げる行為をしようとする者は，あらかじめ，その旨を消防署長に届

け出なければならない。 

(１) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 

(２) 煙火（がん具用煙火を除く。）の打上げ又は仕掛け 

(３) 水道の断水又は減水 

(４) 路上の工事，荷物の搬出等消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼ

すおそれのある行為 

(５) 祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の者の集合する催しに際

して行う露店等の開設（対象火気器具等を使用する場合に限る。） 

（指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等） （指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等） 

第４６条 指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し，又は取り扱う場合

にあっては，指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物及び別表第８

で定める数量の５倍以上（再生資源燃料，可燃性固体類等及び合成樹脂類に

あっては，同表で定める数量以上）の指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱おう

とする者は，あらかじめ，その旨を消防署長に届け出なければならない。 

第４６条 指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し，又は取り扱う場合

にあっては，指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物及び別表第８

で定める数量の５倍以上（再生資源燃料，可燃性固体類等及び合成樹脂類に

あっては，同表で定める数量以上）の指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱おう

とする者は，あらかじめ，その旨を消防長に届け出なければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（タンクの水張検査等） （タンクの水張検査等） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第４７条 消防署長は，前条第１項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指

定可燃物を貯蔵し，又は取り扱うタンクを製造し，又は設置しようとする者

の申出により，当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。 

第４７条 消防長は，前条第１項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定

可燃物を貯蔵し，又は取り扱うタンクを製造し，又は設置しようとする者の

申出により，当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。 

附 則 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に効力を有する消防署長によりなされた喫煙等の許可その他の行為又は現に消防署長に対してなされた喫煙等の許可の申請その他の

行為で，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後この条例による改正後の豊中市火災予防条例に基づき消防長が管理し，及び執行することとなる

事務に係るものは，施行日以後においては，消防長によりなされた喫煙等の許可その他の行為又は消防長に対してなされた喫煙等の許可の申請その他の行為と

みなす。 
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市 議 案 第 ３ ７ 号  
豊 中 市 消 防 団 員 の 定 員 ， 任 免 ， 服 務 ， 給 与 等 に 関

す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 消 防 団 員 の 定 員 ， 任 免 ， 服 務 ， 給 与 等 に 関 す る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出                

 
 
              豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 消 防 団 員 の 定 年 を 廃 止 す る と と も に ， 報 酬 等 の 見 直 し そ の 他

所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市消防団員の定員，任免，服務，給与等に関する条例の一部を改正する条例 

豊中市消防団員の定員，任免，服務，給与等に関する条例（昭和４１年豊中市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（定年） 

第５条の２ 団員は，６８歳に達したときは，６８歳に達した日以後における

最初の３月３１日（以下「退職日」という。）に退職する。ただし，当該退

職日が，第８条に規定する任期の途中にある団長，副団長，分団長，副分団

長，部長及び班長（以下「団長等」という。）にあっては，当該任期の満了

日に退職するものとする。 

 

（団長等の任期） （団長等の任期） 

第８条 団長等としての任期は，２年とする。ただし，補欠の団長等の任期は，

前任者の残任期間とする。 

第８条 団長，副団長，分団長，副分団長，部長及び班長（以下「団長等」と

いう。）としての任期は，２年とする。ただし，補欠の団長等の任期は，前

任者の残任期間とする。 

（出動） （出動） 

第１１条 団員は，団長の招集によって出動し，職務に従事するものとする。

ただし，招集を受けない場合であっても，水火災その他の災害の発生を知っ

たときは，あらかじめ指示されたところに従い直ちに出動し，職務に従事し

なければならない。 

第１１条 団員は，団長の招集によって出動し，職務に従事するものとする。

ただし，招集を受けない場合であっても，大規模災害（災害（水火災又は地

震等の災害をいう。以下同じ。）のうち，消防長が定めるものをいう。以下

同じ。）の発生を知ったときは，あらかじめ指示されたところに従い直ちに

出動し，職務に従事しなければならない。 

（報酬） （報酬） 

第１５条  第１５条 団員の報酬は，月額報酬及び出動報酬とする。 

１ 団員には，別表の定めるところにより報酬を支給する。 ２ 団員には，別表の定めるところにより月額報酬を支給する。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 ３ 団員が第１１条の規定により災害，警戒，訓練等の職務に従事する場合に

おいては，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に定める出動報酬

を支給する。 

(１) 大規模災害の場合 １日につき８，０００円（当該職務に従事する時

間が４時間未満の場合にあっては，４，０００円） 

(２) 前号に掲げる場合以外の場合 １回につき３，５００円 

（報酬の支給方法） （報酬の支給方法） 

第１６条 報酬は，団員となった日から支給を開始し，その資格を失った日ま

で支給する。ただし，離職した団員が即日団員になったときは，その日の翌

日から報酬を支給する。 

第１６条 月額報酬は，団員となった日から支給を開始し，その資格を失った

日まで支給する。ただし，離職した団員が即日団員になったときは，その日

の翌日から月額報酬を支給する。 

２ 階級の昇降により報酬額に異動を生じた者には，その日から新たな階級に

応ずる報酬を支給する。 

２ 階級の昇降により月額報酬の額に異動を生じた者には，その日から新たな

階級に応ずる月額報酬を支給する。 

３ 前２項の事由が月の中途で生じた場合における報酬額は，その月の現日数

による日割計算で算出して得た額とする。 

３ 前２項の事由が月の中途で生じた場合における月額報酬の額は，その月の

現日数による日割計算で算出して得た額とする。 

４ 報酬は，団長を経て毎月末日までに各受給者に支給する。 ４ 報酬は，月額報酬にあっては毎月末日までに，出動報酬にあっては前条第

３項の職務に従事した日の属する月の翌月の末日までに各受給者に支給す

る。 

（費用弁償） 

第１７条 団員には，訓練若しくは警戒に出場した場合又は予防広報活動，応

急手当の指導等に出場した場合に，費用弁償として１回につき５，５００円

を支給する。 

２ 費用弁償の支給方法については，前条の規定を準用する。この場合におい

て，「毎月末日」とあるのは「翌月末日」と読み替えて適用する。 

３ 団員が公務のため旅行する場合には，別に定めるところにより旅費を支給

（費用弁償） 

第１７条 

 

 

 

 

１ 団員が公務のため旅行する場合には，豊中市職員旅費支給条例（昭和２３
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

する。 年豊中市条例第２７号）の適用を受ける職員の例により旅費を支給する。 

別表 別表 

区分 報酬月額 

（省 略） 
 

区分 月額報酬の額 

（省 略） 
 

附 則 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市消防団員の定員，任免，服務，給与等に関する条例第１５条第３項の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に同項に規定する職務に従事する場合について適用する。 

３ 施行日前の出場に係る費用弁償については，なお従前の例による。 
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市 議 案 第 ３ ８ 号  
豊 中 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正  
す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 豊 中 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出  
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 等 に よ る 傷 病 補 償 年 金 等 を 担 保

と し た 貸 付 事 業 の 廃 止 に 伴 い ， 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提

案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

豊中市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年豊中市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第３条 （省 略） 第３条 （省 略） 

２ 損害補償を受ける権利は，譲り渡し，担保に供し，又は差し押さえること

はできない。ただし，傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補

償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に

担保に供する場合は，この限りでない。 

２ 損害補償を受ける権利は，譲り渡し，担保に供し，又は差し押さえること

はできない。 

附 則 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は，この条例の施行の日以後も，なお従前

の例により担保に供することができる。 
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市 議 案 第 ４ ６ 号  
豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

設 定 に つ い て  
 豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出          
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  
 国 民 健 康 保 険 法 施 行 令 の 改 正 に 伴 い ， 基 礎 賦 課 限 度 額 及 び 後

期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 限 度 額 を 改 正 す る と と も に ， そ の 他 所 要

の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

豊中市国民健康保険条例（昭和３５年豊中市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１１条の５ 第９条又は第１１条の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被

保険者等が同一の世帯に属する場合には，第９条の基礎賦課額と第１１条の

２の基礎賦課額との合算額をいう。第１５条及び第１６条において同じ。）

が６３０，０００円を超えるときは，６３０，０００円とする。 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１１条の５の１０ 第１１条の５の３又は第１１条の５の６の後期高齢者

支援金等賦課額（一般被保険者と退職者被保険者等が同一の世帯に属する場

合には，第１１条の５の３の後期高齢者支援金等賦課額と第１１条の５の６

の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第１５条及び第１６条にお

いて同じ。）が１９０,０００円を超えるときは，１９０，０００円とする。 

第１１条の５ 第９条又は第１１条の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被

保険者等が同一の世帯に属する場合には，第９条の基礎賦課額と第１１条の

２の基礎賦課額との合算額をいう。第１５条及び第１６条において同じ。）

が６５０，０００円を超えるときは，６５０，０００円とする。 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１１条の５の１０ 第１１条の５の３又は第１１条の５の６の後期高齢者

支援金等賦課額（一般被保険者と退職者被保険者等が同一の世帯に属する場

合には，第１１条の５の３の後期高齢者支援金等賦課額と第１１条の５の６

の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第１５条及び第１６条にお

いて同じ。）が２００,０００円を超えるときは，２００，０００円とする。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１６条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は，第９条又は第１１条の２の基礎賦課額から，それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３０，０００

円を超える場合には，６３０，０００円）とする。 

第１６条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は，第９条又は第１１条の２の基礎賦課額から，それぞれ当

該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００

円を超える場合には，６５０，０００円）とする。 

(１)～(３) （省 略） (１)～(３) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ ３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の５の３又

は第１１条の５の６」と，「６３０，０００円」とあるのは「１９０，００

０円」と，前項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項

において準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の５の３又

は第１１条の５の６」と，「６５０，０００円」とあるのは「２００，００

０円」と，前項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項

において準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

４ 第１項第１号（イを除く。），第２号（イを除く。）及び第３号（イを除

く。）並びに第２項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」

と，「第９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の７」と，「６３０，

０００円」とあるのは「１７０，０００円」と，第２項中「第１１条第２項」

とあるのは「第１１条の９第２項において準用する第１１条第２項」と読み

替えるものとする。 

４ 第１項第１号（イを除く。），第２号（イを除く。）及び第３号（イを除

く。）並びに第２項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」

と，「第９条又は第１１条の２」とあるのは「第１１条の７」と，「６５０，

０００円」とあるのは「１７０，０００円」と，第２項中「第１１条第２項」

とあるのは「第１１条の９第２項において準用する第１１条第２項」と読み

替えるものとする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１６条の３ 当該年度において，その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第

１１条又は第１１条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額に，それ

ぞれ，１０分の５を乗じて得た額とする（第４項に定める場合を除く。）。 

 

 

２ 第１１条第２項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において，第１１条第２項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替

えるものとする。 

３ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

第１６条の３ 当該年度において，その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第

１１条又は第１１条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から，当

該保険料額に，それぞれ，１０分の５を乗じて得た額（第１１条第２項の規

定により端数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第

３項に定める場合を除く。）。 

 

 

 

２ 前項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

の場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第１１条又は第１１条の４」とあるのは「第１１条の５の５

又は第１１条の５の８」と，前項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１

条の５の５第２項」と読み替えるものとする。 

４ 当該年度において，第１６条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係

る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第１１条又は第１１条の

４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から，当該保険料額に第１６条

第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項第１号ア，第２号ア及び第

３号アに掲げる割合を乗じて得た額（同条第２項において準用する第１１条

第２項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た

額に，それぞれ，１０分の５を乗じて得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第１１条第２項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ

の場合において，第１１条第２項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替

えるものとする。 

６ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

場合において，同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課

額」と，「第１１条又は第１１条の４」とあるのは「第１１条の５の５又は

第１１条の５の８」と，「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５

第２項」と読み替えるものとする。 

３ 当該年度において，第１６条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係

る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第１号に掲げる額から第

２号に掲げる額を控除して得た額とする。 

 

 

 

 

(１) 第１１条又は第１１条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料

額から，当該保険料額に第１６条第１項各号に規定する場合に応じてそれ

ぞれ同項第１号ア，第２号ア及び第３号アに掲げる割合を乗じて得た額

（第１１条第２項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。）を

控除して得た額 

(２) 前号に掲げる額に，それぞれ，１０分の５を乗じて得た額（第１１条

第２項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。） 

 

 

 

４ 前項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この

場合において，同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

賦課額」と，「第１１条又は第１１条の４」とあるのは「第１１条の５の５

又は第１１条の５の８」と，「同条第２項」とあるのは「同条第３項」と，

「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項」と，前項中「第

１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５第２項」と読み替えるものと

する。 

額」と，「第１１条又は第１１条の４」とあるのは「第１１条の５の５又は

第１１条の５の８」と，「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の５の５

第２項」と読み替えるものとする。 

  

附 則 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第１１条の５，第１１条の５の１０及び第１６条の規定は，令和４年度

以後の年度分の保険料について適用し，令和３年度分までの保険料については，なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第１６条の３の規定は，令和４年度以後の年度分の保険料について適用する。 
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市議案第３９号 

   工事請負契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 

 

  令和４年（２０２２年）２月２４日提出 

 

 

                  豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

件     名 契 約 金 額        契 約 先         

（仮称）豊中市福祉総合

相談支援交流センター

（東館）建設工事 

555,445,000 円 株 式 会 社 河 崎 組 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の工事について請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき 

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の

規定により提案するものである。  
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　から

　まで

No. 第３回 （円） 第４回 （円） 落札比率

1 92.10%

2

　

備　　　　　　　　　　考

　　　　　　　　　　　　924－0
（株）河崎組

　　　　　　　　　落札
　　　　504,950,000

工　事　概　要
鉄筋コンクリート造３階建、延べ面積１，２９３．１４㎡の新築工事及び、豊中市
立母子父子福祉センターの解体工事一式を行うもの。

令和 4 年  2 月    9 日 午前 10 時 00 分

合　算　又　は　按　分　状　況 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 （円） 第２回 （円）

予定価格（税抜） 548,244,000 最低制限価格（税抜） 499,334,000 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 開　札　日　時

50,495,000
入　札　期　間

令和 4 年  2 月    7 日 午前  9 時 00 分 から

予定価格（税込） 603,068,400 最低制限価格（税込） 549,267,400 落 札 金 額 555,445,000 令和 4 年  2 月    8 日 午後  5 時 00 分 まで

種別 建築工事
令和6年1月31日

契　約　金　額 555,445,000 契　約　業　者
所　　在　　地

大阪府豊中市南桜塚２－６－３０ 電　　　　　　送 令和 4 年  1 月    6 日 午後  1 時 00 分

（内消費税額）

契 約 業 者 名 （株）河崎組 履行期間
本契約締結日

契約方法
一般競争入札
落札

入 札 結 果 表 　　　　　　　　件　　　　名 　　　　　 (電子入札対象案件） 場　　　　　　　　　所

（仮称）豊中市福祉総合相談支援交流センター（東館）建設工事 豊中市中桜塚２丁目２９番３１号

担　当　部　（局）　課　（室）

財務部　施設課仮　契　約　日 令和4年2月16日

　　　　　　　　　　　　2296－1
青木あすなろ建設(株)　大阪本店

　　　　　　　　　無効
　　　（520,000,000)
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業 者 経 歴 表

技　術

職員数

924－0 千円 人 千円

(株)河崎組 8 652,460 豊中市

備考

（仮称）豊中市福祉総合相談支援交流セン
ター（西館）建設工事30,000

件　　名 （仮称）豊中市福祉総合相談支援交流センター（東館）建設工事

業　　　者　　　名 資　本　金 主な工事経歴 請負金額 発注者
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配置図

Ｎ

豊中市中桜塚２丁目２９番３１号（仮称）豊中市福祉総合相談支援交流センター（東館）建設工事

市道中桜塚第５８号線

市
道

中
桜

塚
第

１
１

号
線

市道岡町南桜塚線

地域共生センター

件 名

凡　例

場 所

今回施工箇所

今回建築建物

今回解体建物
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市議案第４３号                      

   指定金融機関の指定について  

                

 令和４年（２０２２年）８月１日から令和５年（２０２３年）７月３１

日まで北おおさか信用金庫を豊中市指定金融機関に指定する。     

      

 

  令和４年（２０２２年）２月２４日提出       

 

 

            豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）                       

  地方自治法施行令第１６８条第２項の規定により指定金融機関を指定

するため、提案するものである。          
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市議案第４４号 

   市道路線の認定及び変更について 

 

 別紙調書のとおり、市道路線の認定及び変更をするものとする。 

 

 

  令和４年（２０２２年）２月２４日提出 

 

 

                豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 市道路線の認定及び変更をしたいので、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定により提案するものである。 
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北緑丘１丁目１５０番７６地先から

市道路線認定調書　

図面対
照番号

理　由
番　号 　路　　線　　名

起　　　点 重要な
経過地終　　　点

北緑丘１丁目１５０番５６地先まで

1 1 北緑丘第１１号線
北緑丘１丁目１５０番７６地先から

北緑丘１丁目１５０番１０地先まで

2 2 北緑丘第１２号線

3 3 北緑丘第１３号線
北緑丘１丁目１５０番９６地先から

北緑丘１丁目１５０番１８地先まで

4 4 北緑丘第１４号線
北緑丘１丁目１５０番２７地先から

北緑丘１丁目１５０番１４２地先まで

5 5 北緑丘第１５号線
北緑丘１丁目１５０番２６地先から

北緑丘１丁目１５０番１２５地先まで

6 6 春日町第７２号線
春日町５丁目１９２０番８地先から

春日町５丁目１９２０番９地先まで

7 7 宮山町第９６号線
宮山町２丁目１１９番１２地先から

宮山町２丁目１１９番１地先まで

8 8 上新田第４９号線
上新田２丁目１４５９番１１地先から

上新田２丁目１４５９番１０地先まで

9 9 待兼山町第１８号線
待兼山町１番４地先から

待兼山町１６番３３地先まで

10 10 待兼山町第１９号線
待兼山町１６３番７地先から

待兼山町１６３番２１地先まで

11 11 待兼山町第２０号線
待兼山町１６３番１２地先から

待兼山町１６３番３６地先まで

12 12 上野西第９３号線
上野西３丁目１７０番７地先から

上野西３丁目１７０番１０地先まで

13 13 東豊中町第１６３号線
東豊中町５丁目１６１番１地先から

東豊中町５丁目１２２番１３地先まで

14 14 東豊中町第１６４号線
東豊中町５丁目１２３番１地先から

東豊中町５丁目１２３番１４地先まで

15 15 東豊中町第１６５号線
東豊中町５丁目１２３番２８地先から

東豊中町５丁目１２３番２３地先まで

16 16 東豊中町第１６６号線
東豊中町５丁目１２３番４１地先から

東豊中町５丁目１２３番３７地先まで

17 17 東豊中町第１６７号線
東豊中町５丁目１２３番７６地先から

東豊中町５丁目１２３番５９地先まで
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　　　　　　　　　１７号・１８号・１９号・２２号・２４号・２５号・２６号・　　　　　

　　　　　　　　　２７号・２８号・２９号・３０号）　　　　　

　　寄附を受けたものです。

２．認定理由番号第２０号・第２１号・第２３号・第３１号の路線は、私有道路敷の

市道路線認定理由説明書

１．認定理由番号第１号から第１９号、第２２号、第２４号から第３０号の路線は、

　　（図面対照番号　２０号・２１号・２３号・３１号）

　　都市計画法の開発行為に基づき当市に帰属されたものです。

　　（図面対照番号　１号・２号・３号・４号・５号・６号・７号・８号・９号・

　　　　　　　　　１０号・１１号・１２号・１３号・１４号・１５号・１６号・　　　　　

18 18 東豊中町第１６８号線
東豊中町５丁目１２３番７５地先から

東豊中町５丁目１２３番６６地先まで

19 19 東豊中町第１６９号線
東豊中町５丁目１２３番８１地先から

東豊中町５丁目１２３番７７地先まで

20 20 東豊中町第１７０号線
東豊中町５丁目２０９１番８地先から

東豊中町５丁目２０９１番６地先まで

21 21 東泉丘第２９号線
東泉丘２丁目２７６３番３地先から

東泉丘２丁目２７６３番３地先まで

22 22 東泉丘第３０号線
東泉丘２丁目２７５２番４５地先から

東泉丘２丁目２７５２番４２地先まで

23 23 熊野町第６１号線
熊野町４丁目１２番１１地先から

熊野町４丁目１２番９地先まで

24 24 熊野町第６２号線
熊野町１丁目７２番１０地先から

熊野町１丁目７２番８地先まで

25 25 西泉丘第２６号線
西泉丘２丁目２４０３番４地先から

西泉丘２丁目２４０２番５地先まで

26 26 長興寺北第３６号線
長興寺北３丁目９３番６地先から

長興寺北３丁目９３番５地先まで

27 27 勝部第２２号線
勝部１丁目５０番２地先から

勝部１丁目５０番１６地先まで

28 28 岡町南第４１号線
岡町南２丁目１０８番２１地先から

岡町南２丁目１０８番２４地先まで

29 29 利倉第３３号線
利倉２丁目１１２番７地先から

利倉２丁目１３９番１地先まで

30 30 利倉第３４号線
利倉２丁目１１２番２８地先から

利倉２丁目１１２番３５地先まで

31 31 庄内栄町第３２号線
庄内栄町４丁目２８番８地先から

庄内栄町４丁目２８番７地先まで
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前

後

2 2
待兼山町１番４地先から

２．変更理由番号第２号の路線は、都市計画法の開発行為に基づき当市に帰属された道路と

１．変更理由番号第１号の路線は、大阪府より譲与を受けた道路と従来路線を統合するものです。

　　　　（図面対照番号　１号）

後

待兼山町第１３号線
待兼山町１６番１３地先まで

待兼山町１６番１０地先から

　路　　線　　名
理　由
番　号

起　　　点

新千里北町２丁目１番５９地先から

重要な
経過地

終　　　点

　　　　（図面対照番号　２号）

　　従来路線を統合するものです。

市道路線変更理由説明書

新千里北町第２号線

前

待兼山町１６番１３地先から

前

　　市道路線変更調書　

新千里北町１丁目１番６０地先まで

後
新千里北町２丁目４４番１地先から

1

新千里北町２丁目４４番１地先から

図面対
照番号

1
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市議案第４５号 

   包括外部監査契約の締結について 

 

 次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

 

  令和４年（２０２２年）２月２４日提出 

 

 

                 豊中市長  長 内 繁 樹 

 

記 

 

１ 契約の目的 

地方自治法の定めるところにより、特定の事件について監査を受

けるとともに、監査の結果に関する報告を受けること 

２  契約期間 

令和４年（２０２２年）４月１日から令和５年（２０２３年）３

月３１日まで 

３  契約金額 

１２，８９７，５００円を上限とする額 

４ 費用の支払方法 

監査の結果に関する報告提出の後に一括払い 

５  契約先 

住所 東京都荒川区荒川１丁目７番６号 

資格 公認会計士 

名前 木下 哲 

 

 

 

（提案理由） 

  上記の者と包括外部監査契約を締結したいので、地方自治法第２５２

条の３６第１項の規定により提案するものである。 
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